
第1回がん診療連携拠点病院の指定に関する検討会  

議事次第  

日 時：平成18年7月28日（金）  

10：00一－12：00  
場 所：東海大学校友会館 会議室  

東京都千代田区霞が関3－2－5  

霞が関ビル33階  
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（1）がん診療連携拠点病院の指定について  

（2）その他  
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資料2 がん診療連携拠点病院の指定に関する検討会構成員   

資料3 がん診療連携拠点病院の整備について   

資料4 がん診療連携拠点病院の指定に係る論点   

資料5 推薦医療機関における指針充足状況等について   

資料6 都道府県・二次医療圏別の推薦及び指定状況  

資料7 推薦意見書（抜粋）   

参考資料1 がん対策基本法の概要   

参考資料2 がん対策基本法   

参考資料3 がん対策基本法案に対する附帯決議   



資 料 1  

がん診療連携拠点病院の指定に関する検討会開催要綱  

1 趣旨   

全国どこでも質の高い医療を受けることができるようがん医療水準の均て   

ん化を推進するため、平成17年7月に「地域がん診療連携拠点病院のあり  

方に関する検討会」を開催し、指定要件の見直し等について検討を進め、平  

成18年2月に「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」を策定したと   

ころである。   

厚生労働省健康局長は、この整備指針に基づき、がん診療連携拠点病院の   

指定のための検討会を開催するものである。  

2 検討会の名称   

「がん診療連携拠点病院の指定に関する検討会」とする。  

3 検討会構成員   

構成員については別紙のとおりとし、うち1名を座長とする。  

4 構成員の任期等  

（1）構成員の任期は2年とする。  

（2）構成員は再任されることができる。  

5 検討内容   

「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」に示す指定要件の充足度の   

検討及び適切な運営を行うに当たって必要な助言。  

6 会議の開催について   

会議は公開とする。  

7 その他  

（1）本検討会の庶務は、医政局指導課及び医政局看護課の協力を得て、健康   

局総務課がん対策推進室において行う。  

（2）この要綱に定めるもののほか、本検討会の開催に必要な事項は、座長が   

厚生労働省健康局長と協議の上、定める。   



資 料 2  

がん診療連携拠点病院の指定に関する検討会構成員  

氏 名   所  属 ・ 役  職   

内田 健夫   （社）日本医師会 常任理事   

小熊   豊  砂川市立病院，院長   

垣添 忠生  国立がんセンター 総長   

小林 祥泰  島根大学医学部附属病院 院長   

佐々 英達   （社）全日本病院協会 会長   

日本インベスター・ソリューション・アンド  
関原 健夫  

・テクノロジー株式会社 代表取締役社長   

南  砂  読売新聞編集局解説部 次長   

山口   建  静岡県立静岡がんセンター 総長  



資 料 3  

健発第0201004号  
平成18 年 2 月1日  

各都道府県知事 殿  

厚生労働省健康局長  

がん診療連携拠点病院の整備について   

我が国のがん対策については、平成16年度から開始された「第3次対がん10か年  

総合戦略」に基づき、各種の施策を積極的に推進しているところである。   

「第3次対がん10か年総合戦略」においては、全国どこでも質の高いがん医療を受  

けることができるようがん医療の「均てん化」を図ることを戦略目標として掲げており、  

平成16年9月に厚生労働大臣の懇談会として「がん医療水準均てん化の推進に関する  

検討会」を設置し、がん医療の地域格差の要因などについて検討が行われ、昨年4月に  

その具体的な是正方策について提言をいただいたところである。   

この検討会からの提言を踏まえ、がん医療水準の均てん化の実現に向け、地域がん診  

療拠点病院の機能の充実強化や診療連携体制の確保などを推進するため、昨年7月に「地  

域がん診療拠点病院のあり方検討会」を設置し、指定要件の見直し等について検討を進  

めてきたが、今般、別添のとおり「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」（以下、  

「指針」という。）を定めたので通知する。   

各都道府県におかれては、地域における連携を図りつつ、質の高いがん医療を受ける  

ことができる体制を確保するという観点から、別添の指針に基づき、速やかに整備が行  

われるよう、その推薦にあたり特段の配慮をお願いする。   

また、指針のⅤに規定するがん診療連携拠点病院の推薦様式等については、別途通知  

するので留意されたい。   

なお、がん診療連携拠点病院の整備は、医療計画におけるがん対策に基づき、その推  

進を図るものであることから、現在改正を予定している医療法における医療計画制度の  

見直しを踏まえ、改正法の施行（19年度予定）に併せてがん診療連携拠点病院の整備  

のあり方について、必要な見直しを行うことを予定していることを申し添える。   

おって、平成13年8月30日健発第865号厚生労働省健康局長通知は、本通知の  

施行日をもって廃止する。   



がん診療連携拠点病院の整備に関する指針  

Ⅰ がん診療連携拠点病院の指定について  

1都道府県知事が下記2を踏まえて推薦する医療機関について、第三者によって構  

成される検討会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるものをがん診療連携   

拠点病院として指定する。  

2 各都道府県においては、医療計画等との整合性を図りつつ、地域がん診療連携拠   

点病院にあっては、2次医療圏に1カ所程度、また、都道府県がん診療連携拠点病   

院にあっては都道府県に概ね1カ所整備することとする。  

3 国立がんセンター中央病院及び東病院は、本指針で定めるがん診療連携拠点病院   

とみなし、特に、他の 

等の役割を担うこととする。  

4 厚生労働大臣は、がん診療連携拠点病院が指定要件を満たさないと判断される場   

合、指定を取り消すことができる。  

Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について  

1 診療体制  

（1）診療機能   

① 各医療機関が専門とする分野において、集学的治療（手術・抗がん剤治療・  

放射線治療等の組み合わせや緩和医療を含む複数診療科間における相互診療支  

援等）及び各学会の診療ガイドラインに準ずる標準的治療並びに応用治療を行  

うこと。また、クリティカルパスの整備が望ましい。  

（注）各医療機関が専門とする分野とは、例えば、肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん、乳  

がん、膵がん、子宮がん、前立腺がん、頭頸部がん、食道がん、膜胱がん、腎がん、  

小児がん、造血器腫瘍その他、放射線診断・治療、病理診断、外来抗がん剤治療及び  

緩和医療等をいう。  

（注）クリティカルパスとは、検査、治療などを含めた詳細な診療計画表をいう。   

② 我が国に多いがん（肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん及び乳がん）につい  

て、集学的治療及び各学会の診療ガイドラインに準ずる標準的治療並びに応用  

治療を行う体制を有するか、又は連携によって対応できる体制を有すること。   

③ 我が国に多いがんについて、セカンドオピニオンを提示する機能を持つか、   



又は施設間連携によって対応できる体制を有すること。  

（注）セカンドオピニオンとは、診断や治療方法について、主治医以外の第三者の医師が提  

示する医療上の意見をいう。  

④ 緩和医療の提供体制   

ア 医師、看護師、医療心理に携わる者等を含めたチームによる緩和医療の提   

供体制を整備すること。ただし、当該提供体制には、一般病棟におけるチー  

ム医療の一部として緩和医療を提供できる体制を含むこととする。また、当  

該チームによる緩和医療が、対象患者が退院した後も必要に応じて外来等に  

おいて継続され得る体制を整備すること。   

イ 地域において、かかりつけ医を中心とした緩和医療の提供体制を整備する  

こと。   

り かかりつけ医とともに地域がん診療連携拠点病院内外で共同診療を行い、  

早い段階から緩和医療の導入に努めること。   

エ かかりつけ医の協力・連携を得て、退院後の緩和医療計画を含めた退院計  

画を立てること。  

⑤ 地域の医療機関への診療支援や病病連携・病診連携の体制   

ア 地域の医療機関からの紹介患者の受け入れ、及び患者の状態に適した地域  

の医療機関への逆紹介を行うこと。   

イ 地域がん診療連携拠点病院内外の医師が相互に症例相談・診断依頼等（病  

理診断、画像診断、抗がん剤や手術適応等に関する相談を含む）を行う連携  

体制を整備すること。   

ウ 地域の医療機関の求めに応じて、がん患者に対する共同診療計画の作成等  

に関する支援を行うこと。   

エ 地域連携クリティカルパスの整備が望ましい。  

（注）地域連携クリティカルパスとは、地域内で各医療機関が共有する、各患者に対する治  

療開始から終了までの全体的な治療計画（急性期病院から回復期病院を経て自宅に帰  

り、かかりつけ医にかかるような診療計画であり、医療連携体制に基づく地域完結型  

医療を具体的に実現するもの）をいう。  

（2）診療従事者   

① 専門的ながん医療に携わる医師の配置  

ア 抗がん剤治療に関する専門的知識を有する医師が1人以上配置されている  

か、又は他の医療機関から協力を得られる体制が確保されていること。  

イ 病理診断医が1人以上配置されているか、又は他の医療機関から協力を得  

られる体制が確保されていること。  

ウ 放射線診断・治療に関する専門的知識を有する医師が1人以上配置されて  

いるか、又は他の医療機関から協力を得られる体制が確保されていること。   

② 専門的ながん医療に携わるコメディカルスタッフの配置  

ア がん薬物療法に精通した薬剤師が1人以上配置されていることが望ましい。  

イ がん化学療法看護等がんの専門看護に精通した看護師が1人以上配置され   



ていることが望ましい。   

り 医療心理に携わる専任者が1人以上配置されていることが望ましい。   

エ 診療録管理（がん登録実務を含む）に携わる専任者が1人以上確保されて  

いること。   

オ 放射線治療を専門とする分野に掲げる場合は、専ら放射線治療に従事する   

診療放射線技師が1人以上確保されていること。  

③ すべての医療スタッフがその診療能力を十分発揮できる勤務環境が整備され   

ていること。また、複数診療科の医師間における情報交換・連携の確保を恒常   

的に推進する観点から、各診療科を包含する医師控え室等を設置することが望   

ましい。  

④ 当該拠点病院の長は、専門的ながん医療に携わる医師の専門性や活動実績等   

を定期的に評価し、改善すること。  

なお、評価に当たっては、紹介患者数、逆紹介患者数、手術件数、抗がん剤   

治療件数（入院・外来）、放射線治療件数（入院・外来）、論文発表実績、研修   

会・日常診療等の機会を通じた指導実施実績、研修会・学会等への参加実績等   

を参考にすることとする。  

（3）医療施設   

① 専門的治療室の設置  

ア 集中治療室が設置されていること’が望ましい。  

イ 白血病を専門とする分野に掲げる場合は、無菌病室が設置されていること。  

ウ 外来抗がん剤治療室が設置されていることが望ましい。  

エ 放射線治療を専門とする分野に掲げる場合は、放射線治療装置が設置され  

ていること。また、その操作・保守に精通した者が配置されているか、又は  

他の医療機関から協力を得られる体制を整えていることが望ましい。   

② 禁煙対策の推進  

施設内禁煙の実施等のたばこ対策に積極的に取り組むこと。  

2 研修体制  

（1）主に地域のかかりつけ医等を対象とした、早期診断、緩和医療等に関する研修   

を実施すること。なお、研修対象者の募集・選定にあたっては、医療機関間の格   

差の是正に配慮すること。  

（2）地域がん診療連携拠点病院内外の講師による公開カンファレンスを定期的に開   

催すること。  

3 情報提供体制  

（1）地域がん診療連携拠点病院内に相談支援機能を有する部門（相談支援センター   



等）を設置すること。  

① 当該部門に専任者が1人以上配置されていること。  

② 当該部門は、地域がん診療連携拠点病院内外の医療従事者の協力を得て、当   

該拠点病院内外の患者、家族及び地域の医療機関等からの相談等に対応する体   

制を整備すること。  

（注）上記機能を有すれば、各医療機関において当該部門の名称を設定しても差し支えない。  

＜相談支援センターの業務＞   

ア 各がんの病態、標準的治療法等がん診療に係る一般的な医療情報の提供   

イ 地域の医療機関や医療従事者に関する情報の収集、紹介   

（ア）医療機関の診療機能、入院・外来の待ち時間、訪問看護を提供した患者  

数等   

（イ）医療従事者の専門とする分野、経歴、発表論文、医師あたり紹介患者数  

等   

ウ セカンドオピニオンの提示が可能な医師の紹介   

工 患者の療養上の相談   

オ 患者、地域の医療機関、かかりつけ医（特に紹介元・紹介先の医師）等を  

対象とした意識調査   

力 各地域における、かかりつけ医等各医療機関との連携事例に関する情報の  

収集、紹介   

キ アスベストによる肺がん及び中皮腫に関する医療相談   

ク その他、相談支援に関すること  

（注）相談支援センターの業務については、積極的に広報すること。  

（2）我が国に多いがん以外のがん（膵がん、子宮がん、前立腺がん、頭頸部がん、   

食道がん、膜胱がん、腎がん、小児がん、造血器腫瘍等）について、集学的治療   

及び各学会の診療ガイドラインに準ずる標準的治療並びに応用治療を行っている   

場合は、その疾患名等を広報すること。  

（3）臨床研究等を行っている場合は、下記を実施すること。   

① 公的並びに私的研究費に基づく進行中の臨床研究及び、過去の臨床研究の成  

果を広報すること。   

② 参加中の治験がある場合、その対象疾患名及び薬剤名等を広報することが望  

ましい。  

（4）別途定める標準登録様式に基づく院内がん登録を実施すること。また、当該院   

内がん登録を活用することにより、都道府県が行う地域がん登録事業に積極的に協   

力すること。   



嘩こ指定する場合の指定要件について   

医療法第4条の2に基づく特定機能病院をがん診療連携拠点病院に指定する場合、  

Ⅱの地域がん診療連携拠点病院の指定要件に加え、次の要件を満たすこと。  

1複数種類の腫瘍に対する抗がん剤治療を行う機能を有する部門（腫瘍センター等）  

を設置すること。  

（1）当該部門の長は、専任とすること。  

（2）当該部門では、地域のがん診療連携拠点病院の医師等に対する研修を行うこ  

なお、研修へ参加する医師等を募集、選定するにあたっては公正を期すこ   0
 
 
 
 
0
 
 

と
 
と
 
 （注）上記機能を有すれば、各医療機関において当該部門の名称を設定しても差し支えない。  

2 他のがん診療連携拠点病院へ診療支援を行う医師の派遣に積極的に取り組むこと。   

！Ⅴ 都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件について   

都道府県がん診療連携拠点病院は、Ⅱで定める地域がん診療連携拠点病院の指定要  

件に加え、次の要件を満たすこと。  

1都道府県がん診療連携拠点病院は、都道府県の中心的ながん診療機能を担い、下  

記の機能を有すること。  

（1）主に地域がん診療連携拠点病院で専門的ながん医療を行う医師・薬剤師・  

看護師等を対象とした研修を実施すること。  

（2）地域がん診療連携拠点病院等に対し、情報提供、症例相談や診療支援を行  

うこと。  

（3）都道府県がん診療連携協議会を設置し、当該協議会は下記の事項を行う。  

①地域におけるがん診療連携体制等がん医療に関する情報交換を行うこと。  

②都道府県内の院内がん登録データの分析、評価等を行うこと。  

③都道府県レベルの研修計画、診療支援医師の派遣調整を行うこと。  

④地域連携クリティカルパスの整備を行うことが望ましい。   

岬害・更新、指針の見直し等について  

1既に地域がん診療拠点病院の指定を受けている医療機関の取扱いについて   

平成13年8月30日健発第865号厚生労働省健康局長通知の別添「地域がん  

診療拠点病院の整備に関する指針」に基づき、地域がん診療拠点病院の指定を受け  

ている医療機関（以下、「既指定病院」という。）にあっては、平成20年3月末ま  

での間に限り、本指針で定める地域がん診療連携拠点病院として指定を受けている   

ものとみなす。   



2 指定の推薦手続き等について   

（1）都道府県は、Ⅰの1に基づく指定の推薦にあたっては、推薦意見書を添付の  

上、毎年10月末までに別途定める「新規指定推薦書」を厚生労働大臣あて提  

出すること。  

また、地域がん診療連携拠点病院を都道府県がん診療連携拠点病院へ指定換  

えする場合も、同様の手続きとする。  

（2）がん診療連携拠点病院は、指定後2年を経過する目の前年の10月末までに   

別途定める「現況報告書」を都道府県を経由の上、厚生労働大臣に提出するこ   

と。  

3 指定の更新について   

（1）Ⅰの1の指定は、4年ごとにその更新を受けなければ、その期間（以下、指  

定の有効期間」という。）の経過によって、その効力を失う。   

（2）（1）又は（4）の更新の申請があった場合において、指定の有効期間の満了  

の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有  

効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。   

（3）（2）の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、  

従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。   

（4）都道府県は、がん診療連携拠点病院の指定の更新を推薦する場合は、指定の  

有効期間の満了する目の前年の10月末までに推薦意見書を添付の上、別途定  

める「指定更新推薦書」を厚生労働大臣あて提出すること。  

なお、既指定病院を平成20年4月1日以降、引き続き地域がん診療連携拠  

点病院として指定する場合は、前述に関わらず平成19年10月末までに推薦  

意見書を添付の上、別途定める「指定更新推薦書」を厚生労働大臣あて提出す  

ること。  

4 指針の見直しについて   

本指針は、がん診療連携拠点病院の整備状況並びにがん医療水準の改善状況等を   

踏まえ、必要があると認めるときは、これを見直すこととする。  

5 施行期日   

本指針は、平成18年4月1日から施行する。   



資 料 4  

がん診療連携拠点病院の指定に係る論点  

1．指針に定める指定要件の充足状況の評価  

O 「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」（以下、「指針」という）に定められた要件   

を満たしていない医療機関も多数推薦されている。  

○ 今回の指定に当たっては、①緩和ケアチームの設置、②相談支援体制の整備、③院内がん   

登録の実施及び、④特定機能病院を指定する場合は、腫癌センターの設置、の4項目を特に   

重要な指定要件と考えてはどうか。  

2．2次医療圏において複数の医療機関が推薦されている場合  

○ 医療計画との整合性を図りつつ、地域がん診療連携拠点病院を2次医療圏に1カ所程度整   

備することとなっているが、1医療圏に複数の医療機関を推薦している事例が多数認められ  

る。   

○ 医療計画との整合性を図るため、2次医療圏に複数のがん診療連携拠点病院を指定する理   

由が、単に人口が多いということだけでなく、がん患者の通院圏域、がん診療連携拠点病院   

間の機能的役割分担、隣接する医療圏との関係等について、都道府県において、十分な説明   

がある場合、指針に定める要件を満たしている医療機関については、指定を行ってはどうか。  

3．都道府県がん診療連携拠点病院の取扱い   

○ 今回、都道府県がん診療連携拠点病院として推薦のあった医療機関には、1．で示した4   

項目を満たしていない医療機関が存在する。   

○ しかしながら、都道府県がん診療連携拠点病院については、今般の指針の改定において、   

新たに設けられたものであり、各都道府県において、今後がん対策を推進する上で特に重要   

であるため、1．で示した4項目を現時点で満たしていなくとも、平成18年度中に指定要   

件の整備が完了する土とが確定している医療機関に限って指定を行ってはどうか。  

4．都道府県がん診療連携拠点病院として2病院推薦がある場合   

○ 都道府県がん診療連携拠点病院は、原則として都道府県に概ね1カ所整備することとされ   

ているが、2医療機関が都道府県がん診療連携拠点病院として推薦されている場合、両医療   

機関の機能的役割分担、都道府県がん診療連携拠点病院が2医療機関となることによる相乗   

効果等について、都道府県から十分な説明がある場合には、両医療機関とも都道府県がん診   

療連携拠点病院として指定してはどうか。  

5．その他   

○ 今回の推薦において、病床数、新入院がん患者数等からは、少なくとも、がん診療連携拠   

点病院たるがん診療能力を十分に有していないのではないかと思料される医療機関が多数推   

薦されている。  

○ そのため、今後、都道府県が推薦を行うに当たっては、がん種別の手術実施数、化学療法   

の実施数、放射線治療の実施数等、各医療機関が有するがん診療機能について評価した上で   

推薦を行うよう求めてはどうか。   



資 料 5  

推薦医療機関における指針充足状況等  

について   



宮 城 県  

ん医療情報の収集、分析及び  

指定要件の充足度  ・指針に定める必須要件の整備が行われている。   

約102万人  人 口   

労働者健康福祉機構 東北労災病院（平成15年8月26日）  既指定がん診療連携拠点病院  
（県拠点病院として2病院推薦した理由）  
同上。  

（複数の医療機関を拠点病院として推薦した理由）  

人口が多い。  

隣接する拠点病院のない医療圏（塩釜医療圏、黒川医療圏）をカバ  
ーする。  

備 考  

東北大学医学部附属病院  

新規・更新の別  

都道府県がん診療連携拠点病院  申請区分   

1，196床   一般病床数  

4，934名  
（34．3％）  

新入院がん患者数／年  

（新入院患者数に占める割合）  

指針に定める必須要件の整備が行われている。  指定要件の充足度   

独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター  

新規・更新の別  

地域がん診療連携拠点病院  申請区分   

650床   一般病床数  

3，115名  
（25．1％）  

新入院がん患者数／年  

（新入院患者数に占める割合）  

指針に定める必須要件の整備が行われている。   指定要件の充足度  



秋  県
 
 

田
 
 
 

N o．1  

ト手‥＝ゝや、；ミさ＝＝ミサ＝「㍍＝＝＝；；，；三；≡1；＝：：     て1、）：ト￥ ヽ∴等＝， 1てて仙∑ご1L   
人 口  約13万人   

既指定がん診療連携拠点病院  なし   

備 考  特記すべき事項なし  

大館市立総合病院  

新規・更新の別  新規  

申請区分  地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数  375床  
新入院がん患者数／年  900名  

（新入院患者数に占める割合）  （16．2％）  

指定要件の充足度  
■緩和ケアチームなし。  
■院内がん登録を行っていない。  

…1′＝＝≡エ＝ノ、；＝鵠鋲≡三て＝＝≡二蓬≡…貪ぎ誉且照＝怒  
⇒；エ、シ葦芸琵…云＝射旛草ヒヒとと≡憲、  

人 口  約10万人   

既指定がん診療連携拠点病院  なし   

備 考  特記すべき事項なし  

秋田県厚生農業協同組合連合会 山本組合総合病院  

新規・更新の別   
申請区分   

新規  

地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数   470床  

新入院がん患者数／年   703名  
（新入院患者数に占める割合）   （10．3％）  

指定要件の充足度   
■緩和ケアチームなし。  
・院内がん登録を行っていない。   

2
 
 
 



秋 田 県 No．2  

約43万人  人 口   

既指定がん診療連携拠点病院  

（複数の医療機関を拠点病院として推薦した理由）  

秋田県の人口（114万人）のうち38％が秋田周辺医療圏に集中し  
ている。  
県内におけるがん全体の手術件数はこの地域で約5割。   

（問題点）  

複数のがん診療連携拠点病院の必要性について、患者の通院圏域、病  
院間の機能分担、拠点病院のない隣接する医療圏との関係等に関する  
説明なし。  

備 考  

国立大学法人 秋田大学医学部附属病院  

新規・更新の別  

都道府県がん診療連携拠点病院  申請区分   

574床   一般病床数  

2，019名  
（25．8％）  

新入院がん患者数／年  

（新入院患者数に占める割合）  

平成18年度中に院内がん登録を必ず実施。  
平成18年度中に緩和ケアチームを必ず整備。  
平成18年度中に腫瘍センターを必ず整備。  
その他の指針に定める必須要件の整備は行われている。  

指定要件の充足度  

秋田赤十字病院  

新規・更新の別  

地域がん診療連携拠点病院  申請区分   

496床   一般病床数  

2．097名  
（18．0％）  

新入院がん患者数／年  

（新入院患者数に占める割合）  

緩和ケアチームなし。  
相談支援センター（相談室）は整備されているが、相談室に専任の相  指定要件の充足度  
談対応者なし。  

市立秋田総合病院  

新規・更新の別  

地域がん診療連携拠点病院  申請区分   

376床   一般病床数  

2，317名  
（29．5％）  

新入院がん患者数／年  

（新入院患者数に占める割合）  

消化器がん以外、院内がん登録を行っていない。  指定要件の充足度   

3   



秋  県
 
 

田
 
 
 

N o．3  

ル↓㌻  

医療法人明和会 中通総合病院  

新規・更新の別   新規  

申請区分   地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数   491床  

新入院がん患者数／年   1，673名  
（新入院患者数に占める割合）   （21．1％）  

指定要件の充足度   ・指針に定める必須要件の整備が行われている。  

秋田県厚生農業協同組合連合会 秋田組合捻合病院  

新規・更新の別   新規  

申請区分   地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数   477床  

新入院がん患者数／年   1，119名  
（新入院患者数に占める割合）   （13．2％）  

指定要件の充足度   ・指針に定める必須要件の整備が行われている。   
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N o．4  
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人 口  約12万人   

既指定がん診療連携拠点病院  なし   

（問題点）  

備 考  ・複数のがん診療連携拠点病院の必要性について、患者の通院圏域、  
病院間の機能分担等に関する説明なし。  

秋田厚生農業協同組合連合会 由利組合総合病院  

新規・更新の別   
申請区分   

新規  

地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数   554床  

新入院がん患者数／年   1．805名  
（新入院患者数に占める割合）   （17．6％）  

指定要件の充足度   
・緩和ケアチームなし。  
■大腸がん、胃がん、乳がん以外、院内がん登録を行っていない。  

医療法人青嵐会 本荘第一病院  

新規t更新の別   新規  

申請区分   地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数   160床  
新入院がん患者数／年   220名  

（新入院患者数に占める割合）   （8．2％）  

・緩和ケアチームなし。  
指定要件の充足度  ・大腸がん、胃がん、乳がん、肺がん以外、院内がん登録を行ってい  

ない。  
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天 約10万人   

既指定がん診療連携拠点病院  なし   

（問題点）  

備 考  t複数のがん診療連携拠点病院の必要性について、患者の通院圏域、  
病院間の機能分担等に関する説明なし。  

秋田厚生農業協同組合連合会 平鹿総合病院  

新規・更新の別   新規  

申請区分   地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数   640床  

新入院がん患者数／年   1，152名  
（新入院患者数に占める割合）   （13．8％）  

指定要件の充足度   
・相談支援センター（医療相談室）は整備済みだが、専任の相談対応  

者なし。  

市立横手病院  

新規・更新の別   新規  

申請区分   地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数   250床  
新入院がん患者数／年   221名  

（新入院患者数に占める割合）   （5．5％）  

指定要件の充足度   
・胃がん、大腸がん、乳がん、肝胆道がん以外、院内がん登録を行っ  
ていない。  

巨指事   

人 口  約7万人   

既指定がん診療連携拠点病院  なし   

備 考  特記すべき事項なし  

雄勝中央病院  

新規・更新の別  新規  

申請区分  地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数  376床  
新入  院がん患者数／年  748名  

（新入院  患者数に占める割合）  （13．1％）  

指定要件の充足度  ・緩和ケアチームなし。   
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り、圏域人口が約6  
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N o．1  

院は、主に大田原市以北のかかりつけ医との連携が  

指定軍件の充足度   
・緩和ケアチームなし。  
・院内がん登録を行っていない。  

栃木県厚生農業協同組合 塩谷総合病院  

新規■更新の別   
申請区分   

新規  

地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数   254床  

新入院がん患者数／年   785名  
（新入院患者数に占める割合）   （20．8％）  

指定要件の充足度   
・緩和ケアチームなし。  
・院内がん登録を行っていない。   
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N o．2  

、国立病院機構栃木病院  
、 

・拠点病院のない県西医療圏の日光市や鹿沼市から多くのがん患者が  

都宮病院、国立病院機構に入・通院している。  
部及び南部にがん患者が自治医科大学附属病院に入・通院  

新入院がん患者数／年   423名  
（新入院患者数に占める割合）   （5．8％）  

指定要件の充足度   ・院内がん登録を行っていない。   
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人 口  約45万人   

既指定がん診療連携拠点病院  なし   

（複数の医療機関を拠点病院として推薦した理由）  

■圏域の西部を下都賀総合病院が、それ以外を濁協医科大学病院がそ  

備 考  れぞれカバーしている。  

・拠点病院のない県西医療圏の鹿沼市から多くのがん患者が濁協医科  
大学病院に入一遇院している。  

燭協医科大学病院  

新規・更新の別   新規  

申請区分   地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数   1，125床  
新入院がん患者数／年   5．724名  

（新入院患者数に占める割合）   （26．6％）  

指定要件の充足度   
・緩和ケアチームなし。  
・腫瘍センターを設置していない。  

栃木県厚生農業協同組合 下都賀総合病院  

新規・更新の別   
申請区分   

新規  

地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数   354床  

新入院がん患者数／年   770名  
（新入院患者数に占める割合）   （15．1％）  

指定要件の充足度   
・．緩和ケアチームなし。  
t院内がん登録を実施していない。  

章≧と苛も1   

人 口  約28万人   

既指定がん診療連携拠点病院  なし   

（複数の医療機関を拠点病院として推薦した理由）  

・佐野厚生総合病院は、主に佐野市のかかりつけ医との連携体制が確  

備 考  立されている。  
・足利赤十字病院は、主に足利市のかかりつけ医との連携が確立され  
ている。  

佐野厚生農業協同組合連合会 佐野厚生総合病院  

新規・更新の別   新規  

申請区分   地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数   376床  

新入院がん患者数／年   372名  
（新入院患者数に占める割合）   （8．8％）  

指定要件の充足度   ・緩和ケアチームなし。  

日本赤十字社栃木県本部 足利赤十字病院  

新規・更新の別   
申請区分   

新規  

地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数   530床  
新入院がん患者数／年   2，462名  

（新入院患者数に占める割合）   （23．3％）  

指定要件の充足度   ・乳がん以外は、院内がん登録を実施していない。   
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一体的な診療圏を形  
の患者が受診してい  

・吾妻・沼田医療圏には、がん治療を専門的に行う医療機関が他にな  

簿？㌍し  ，：ざ：志・こ： ー畠考   

、  

約23万人   

既指   定がん診療連携拠点病院  なし   

備 考  特記すべき事項なし  

伊勢崎市民病院  

新規・更新の別  新規  

申請区分  地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数  520床  

新入院がん患者数／年  2，309名  
（新入院患者数に占める割合）  （19．3％）  

指   定要件の充足度   ・指針に定める必須要件の整備が行われている   
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埼 玉 県  

プ∴ご沖         ′∴ テこイてr■＝く」．＝．＝＝       刷  
人 口  約165万人   

既指定がん診療連携拠点病院  なし   

備 考  特記すべき事項なし  

埼玉医科大学総合医療センター  

新規・更新の別   新規  

申請区分   地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数   913床  

新入院がん患者数／年   4，083名  
（新入院患者数に占める割合）   （25．0％）  

指定要件の充足度   
・緩和ケアチームなし。  
・院内がん登録を行っていない。  

人 口  約39万人   

既指定がん診療連携拠点病院  なし   

備 考  特記すべき事項なし  

深谷赤十字病院  

新規・更新の別  新規  

申請区分  地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数  500床  

新入院がん患者数／年  1，439名  
（新入院患者数に占める割    合）  （16．6％）  

指定要件の充足度  ・指針に定める必須要件の整備が行われている。   

千 葉 県  
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神 奈 川 県 No．1  

人 口  約108万人  

既指定がん診療連携拠点病院  神奈川県立がんセンター（平成14年12月  
（複数の医療機関を拠点病院として推薦した理由）  

横浜西部医療圏の108万人と多いこともあり、県内のがん医療の  
中心となる都道府県がん診療連携拠点病院としての県立がんセンタ  

ーとは別に、横浜西部医療圏のがん医療の中心となる地域がん診療  
連携拠点病院としての横浜市立市民病院の役割分担によりがん診療  

体制を整備するため。  
交通網の関係からも、神奈川県立がんセンターは相模鉄道沿い、横  

浜市立市民病院は横浜市営地下鉄沿いにあることから、医療圏内の  

患者の受療通院圏域も別れている。  

備 考  

横浜市立市民病院  

新規・更新の別  
申請区分  地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数  600床   

新入院がん患者数／年  

（新入院患者数に占める割合）  

3，205名  
（23．0％）  

指定妻件の充足度  指針に定める必須要件の整備が行われている。  

京都粍：競秘事‡ 

人 口  約74万人   

既指定がん診療連携拠点病院  なし   

備 考  特記すべき事項なし  

国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院  

新規・更新の別  新規  

申請区分  地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数  736床  

新入院がん患者数／年  2，884名  
（新入院患者数に占める割合）  （19．4％）  

指定要件の充足度  ・指針に定める必須要件の整備が行われている。   
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N o．2  
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′：モ写ン＝：：ゝ：ち：、＝き       ・：il＞奈トi  
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人 口  約70万人   

既指定がん診療連携拠点病院  なし   

備 考  特記すべき事項なし  

神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院  

新規・更新の別  新規  

申請区分  地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数  471床  

新入院がん患者数／年  1．280名  
（新入院患者数に占める割合）  （15．6％）  

指定要件の充足度  ・指針に定める必須要件の整備が行われている。   
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新 潟 県 No．1  

一部及び県央医療  
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新 潟 県 No．2  
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富 山 県  
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山 梨  県 No．1  
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N o．2  
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長 野 県  
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岐 阜 県  

静 岡 県  

人    ロ  約68万人   

既指定がん診療連携拠点病院  静岡県立静岡がんセンター（平成15年8月・26日9   
備 考  特記すべき事項なし  

静岡県立静岡がんセンター  

新規■更新の別  地域がん診療拠点病院として指定済（平成15年8月26日）  
申請区分  都道府県がん診療連携拠点病院  

一般病床数  509床  

新入  院がん患者数／年  8，162名  
（新入院患者数に占める割合）  （91．3％）  

指定要件の充足度  ・指針に定める必須要件の整備が行われている。   

京 都 府  

奄t与き；≠≒云＝；＝y＝＝）∴三如法＝L    ．・ナLJ：＝：く二；≡索待葱J㌔1て※て‖  ’ 
口  約162万人   

既指定がん診療連携拠点病院  なし   

備 考  特記すべき事項なし  

京都府立医科大学附属病院  

新規・更新の別  新規  

申請区分  都道府県がん診療連携拠点病院  

一般病床数  893床  

新入院がん患者数／年  2，495名  
（新入院患者数に占める割合）  （22．6％）  

指定要件の充足度  
・平成18年庭中に院内がん登録を必ず実施。  
・その他の指針に定める必須要件の整備は行われている。   
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兵 庫  県
 
 

（新入院患者数に占める割合）   

指定要件の充足度   ・指針に定める必須要件の整備が行われている。  

社会福祉法人恩師財団済生会兵庫県病院  

新規・更新の別   新規  

申請区分   地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数   279床  

新入院がん患者数／年   723名  
（新入院患者数に占める割合）   （14．3％）  

指定要件の充足度   ■緩和ケアチームなし。  

医療法人振興会 神鋼病院  

新規・更新の別   
申請区分   

新規  

地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数   333床  

新入院がん患者数／年   2，051名  
（新入院患者数に占める割合）   （30．1％）  

指定要件の充足度   ・院内がん登録を行っていない。  

神戸赤十字病院  

新規一更新の別   新規  

申請区分   地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数   310床  
新入院がん患者数／年   709名  

（新入院患者数に占める割合）   （、13．7％）  

指定要件の充足度   ・院内がん登録を行っていない。  

社会保険神戸中央病院  

新規・更新の別   
申請区分   

新規  

地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数   424床  

新入院がん患者数／年   981名  
（新入院患者数に占める割合）   （14．5％）  

指定要件の充足度   
・胃がん、大腸がん、乳がん以外は、院内がん登録を行っていな  

い。   
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兵 庫  県
 
 

N o．2  

指定要件の充足度   

指定要件の充足度   
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兵 庫  県
 
 

N o．3  

申請区分   地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数   57床  

新入院がん患者数／年   955名  
（新入院患者数に占める割合）   （58．0％）  

指定要件の充足度   ・緩和ケアチームなし。   
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兵 庫  県
 
 

N0．4  

（新入院患者数に占める割合）  （24．7％）  

指定要件の充足度  ・院内がん登録を行っていない。  

兵庫医科大学病院  

新規・更新の別  新規  

申請区分  地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数  1，001床  
新入院がん患者数／年  3，528名  

（新入院患者数に占める割合）  （22．5％）  

・緩和ケアチームなし。  
指定要件の充足度  ・院内がん登録を行っていない。  

・腫瘍センターを設置していない。  

西宮市立中央病院  

新規・更新の別  新規  

申請区分  地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数  259床  

新入院がん患者数／年  730名  
（新入院患者数に占める割合）  （17．2％）  

指定要件の充足度  ・緩和ケアチームなし。  

芦屋市立芦屋病院  

新規・更新の別  新規  

申請区分  地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数  272床  

新入院がん患者数／年  494名  
（新入院患者数に占める割合）  （16．5％）  

指定要件の充足度  ・院内がん登録を行っていない。  

兵庫県立尼崎病院  

新規一更新の別  新規  

申請区分  地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数  500床  

新入院がん患者数／年  1，951名  
（新入院患者数に占める割合）  （20．5％）  

指定要件の充足度  ・院内がん登録を行っていない。   
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兵 庫  県
 
 

N o．5  

新規・更新の別  新規  

申請区分  地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数  480床  
新入院がん患者数／年  1，374名  

（新入院患者数に占める割合）  （17．3％）  
指定要件の充足度  ・院内がん登録を行っていない。  

伊丹市立伊丹病院  

新規・更新の別  新規  

申請区分  地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数  414床  

新入院がん患者数／年  770名  
（新入院患者数に占める割合）  （10．1％）  

指定要件の充足度  ・院内がん登録を行っていない。  

三田市民病院  

新規・更新の別  新規  

申請区分  地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数  300床  

新入院がん患者数／年  767名  
（新入院患者数に占める割合）  （13．5％）  

指定要件の充足度  
・緩和ケアチームなし。  
・院内がん登録を行っていない。   
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兵 庫  県
 
 

N o．6  
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N0．7  

28   



兵 庫  県
 
 

N o．8  

て、患者の通院圏  
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兵 庫 県 No．9  
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兵 庫 県 No．10  

ついて、患者の通院圏域、  
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和 歌  県
 
 

山
 
 

ナ     ∴∈壱‡≡；浮動駆粗遽㌫＝＝⊂ ㌻＝；文朽   

人 口  約92万人   

既指定がん診療連携拠点病院  岡山済生会総合病院（平成14年12月9日）  
総合病院 岡山赤十字病院く平成15年12月16日）   

（問題点）  

備 考  ・既に指定されている2病院に加えて、県拠点病院として、岡山大学  
医学部附属病院を推薦。  

国立大学法人岡山大学医学部・歯学部附属病院  

新規・更新の別  新規  

申請区分  都道府県がん診療連携拠点病院  

一般病床数  833床  
新入院がん患者数／年  5，724名  

（新入院患者数に占める割合）  （42．2％）  

・平成18年10月までに院内がん登録を必ず実施。  

指定要件の充足度  
・腫瘍センターについては、外来腫瘍センターを設置済。平成18  
年10月までに専任の長を必ず専任。  

・その他の指針に定める必須要件の整備は行われている。   
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広 島 県 No．1  

約131万人  人 口   

既指定がん診療連携拠点病院  

（複数の医療機関を拠点病院として推薦した理由）  

圏域人口は131万人と多く、本県の人口のうち約46％を占め  
ている。  
広島大学病院は県がん診療連携拠点病院として全県を対象とする  

地域を担当。  
県立広島病院は南部地域及び島しよ部、広島市民病院は中央部及  
び北部地域、広島赤十字・原爆病院は西部地域を主に分担。  
機能面では、広島県立病院が緩和ケアの分野で、広島赤十字・原  
爆病院が血液がん治療の分野で全県を対象にした活動を担う。  

備 考  

国立大学法人広島大学病院  

新規・更新の別  

都道府県がん診療連携拠点病院  申請区分   

718床   一般病床数  

5．620名  
（47．4％）  

新入院がん患者数／年  

（新入院患者数に占める割合）  

指針に定める必須要件の整備が行われている。  指定要件の充足度   

県立広島病院  

新規・更新の別  

地域がん診療連携拠点病院  申請区分   

715床   一般病床数  

2．482名  
（20．1％）  

新入院がん患者数／年  

（新入院患者数に占める割合）  

指針に定める必須要件の整備が行われている。  指定要件の充足度   

広島市立広島市民病院  

新規・更新の別  

地域がん診療連携拠点病院  申請区分   

732床   一般病床数  

2，726名  
（17．1％）  

新入院がん患者数／年  

（新入院患者数に占める割合）  

指針に定める必須要件の整備が行われている。  指定要件の充足度   

広島赤十字・原爆病院  

新規・更新の別  

地域がん診療連携拠点病院  申請区分   

666床   一般病床数  

5．402名  
（45．9％）  

新入院がん患者数／年  

（新入院患者数に占める割合）  

指針に定める必須要件の整備が行われている。  指定要件の充足度   
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広 島 県 No．2  

二手てrlJホーJ 

悪頗融＝＝3櫨故也摘≒：：こモを；＝：j均」 ぶジ  

人 口  
J㍑＝簑ござ 

約22万人   

既指定がん診療連携拠点病院  なし   

備 考  特記すべき事項なし  

独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター  

新規・更新の別  新規  

申請区分  地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数  381床  
新入院がん患者数／年  944名  

（新入院患者数に占める割合）  （16．4％）  

指定要件の充足度  ・指針に定める必須要件の整備が行われている。   
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広 島 県 No．3  

笹プ＝築㌻5て  

人 口  約52万人   

既指定がん診療連携拠点病院  なし   

備 考  特記すべき事項なし  

福山市民病院  

新規・更新の別  新規  

申請区分  地域がん診療連携拠点病院  

一般病床数  394床  

新入院がん患者数／年  1，696名  
（新入院患者数に占める割合）  （23．3％）  

指定要件の充足度  ・指針に定める必須要件の整備が行われている。   
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山 口 県  

徳 島 県  

人 口  約46万人   

既指定がん診療連携拠点病院  徳島県立中央病院く平成14年3月15日）   
備 考  特記すべき事項なし  

徳島県立中央病院  

新規・更新の別  地域がん診療拠点病院として指定済（平成14年3月15日）  
申請区分  都道府県がん診療連携拠点病院  

一般病床数  430床  
新入院がん患者数／年  725名  

（新入院  患者数に占める割合）  （9．3％）  

指定要件の充足度  ・指針に定める必須要件の整備が行われている。   
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香 川 県   
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高 知 県  

熊 本 県  
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鹿 児 島 県  
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都道府県・二次医療圏別の推薦及び指定状況  

都道府県  
（医療圏数）  二次医療圏   今回推薦医療機関   指定済みの地域がん診療拠点病院   指定年月日   

北海道（21）  南渡島  

南檜  

北渡島樺山  

札幌  独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター   平成17年1月17日  

市立札幌病院   平成17年1月17日  

後志  

南空知  

中空知  砂川市立病院   平成17年1月17日  

北空知  

西胆振  

東胆振  王子総合病院   平成17年1月17日  

日高  

上川中部  JA北海道厚生連 旭川厚生病院   平成17年1月17日  

上川北部  

富良野  

留萌  

宗谷  

北網  総合病院北見赤十字病院   平成17年1月17日  

遠紋  

十勝  JA北海道厚生連 帯広厚生病院   平成17年1月17日  

釧路  市立釧路総合病院   平成17年1月17日  

根室  

青森県（6）   津軽  

八戸  八戸市立市民病院   平成17年1月17日  

青森  青森県立中央病院   平成17年1月17日  

西北五  

上十三  

下北  

岩手県（9）   盛岡  岩手県立中央病院   平成15年12月16日  

岩手中部  

胆江  

両磐  

気仙  

釜石  

宮古  

久慈  

二戸  

宮城県（10）   仙南  公立刈田綜合病院   平成15年12月16日  

岩沼   ☆宮城県立がんセンター   宮城県立がんセンター   平成14年3月15日  

仙台  独立行政法人労働者健康福祉機構 東北労災病院   平成15年8月26日  

☆東北大学医学部附属病院  

独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター  

塩釜  

黒川  

大崎  古川市立病院   平成15年8月26日  

栗原  

登米  

石巻  石巻赤十字病院   平成15年8月26日  

気仙沼  
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都道府県・ニ次医療圏別の推薦及び指定状況  

都道府県  
（医療圏教）  二次医療圏   今回推薦医療機関   指定済みの地域がん診療拠点病院   指定年月日   

秋田県（8）  大館・鹿角  大館市立総合病院  

鷹巣・阿仁  

能代・山本  秋田県厚生農兼協同組合連合会 山本組合総合病院  

秋田周辺  ☆国立大学法人秋田大学医学部附属病院  

秋田赤十字病院  

市立秋田総合病院  

医療法人明和会 中速総合病院  

秋田県厚生農業協同組合連合会 秋田組合総合病院  

本荘・由利  秋田県厚生農業協同組合連合会 由利組合総合病院  

医療法人青嵐会 本荘第一病院  

大曲・仙北  秋田県厚生農業協同組合連合会 仙北組合総合病院  

横手・平鹿  秋田県厚生農業協同組合連合会 平鹿総合病院  

市立横手病院  

湯沢・雄勝  秋田県厚生農業協同組合連合会 雄勝中央病院  

山形県（4）   村山  山形県立中央病院   平成15年8月26日  

山形市立病院済生館  

国立大学法人山形大学医学部附属病院  

最上  

置賜  

庄内   山形県立日本海病院  

福島県（7）   県北  財団法人大原綜合病院   平成15年8月26日  

県中  財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院   平成15年8月26日  

県南  

会津  

南会津  

相双  

いわき  独立行政法人労働者健康福祉機構 福島労災病院   平成15年8月26日   

茨城県（9）   水戸  茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター   平成15年8月26日  

日立  （株）日立製作所日立総合病院茨城県地域がんセンター  平成17年1月17日  

常陸太田・ひたちなか  

鹿行  

土浦  茨城倶厚生よ業協同組合連合会総合病院土浦協同ホ院茨城県地域がんセンター  平成15年8月26日  

つくば  筑波メディカルセンター病院茨城県地域がんセンター   平成15年8月26日  

取手・竜ヶ崎  

筑西・下妻  

古河・坂東  

栃木県（5）   県北   日本赤十字社栃木県本部 大田原赤十字病院  

栃木県厚生農業協同組合 塩谷総合病院  

県西  

県東・央  栃木県立がんセンター   平成14年12月9日  

自治医科大学附属病院  

栃木県済生会 宇都宮病院  

独立行政法人国立病院機構 栃木病院  

県南   掃協医科大学病院  

栃木県厚生農業協同組合 下都賀総合病院  

両毛   佐野厚生農業協同組合連合会 佐野厚生総合病院  

日本赤十字社栃木県本部 足利赤十字病院  
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都道府県・二次医療圏別の推薦及び指定状況  

都道府県  
（医療圏数）  ニ次医療圏   今回推薦医療機関   指定済みの地域がん診療拠点病院   指定年月日   

群馬県（10）   前橋   ☆国立大学法人群馬大学医学部付属病院  

高崎・安中  

渋川  独立行政法人国立病院機構 西群馬病院   平成15年8月26日  

藤岡  

富岡  

吾妻  

沼田   独立行政法人国立病院機構 沼田病院  

利根保健生活協同組合 利根中央病院  

伊勢崎  伊勢崎市民病院  

桐生  

太田・館林  群馬県立がんセンター   平成14年12月9日   

埼玉県（9）   東部  

中央  さいたま赤十字病院   平成17年1月17日  

埼玉県立がんセンター   平成15年8月26日  

西部第一  埼玉医科大学総合医療センター  

西部第二  

比企  

秩父  埼玉医科大学病院   平成17年1月17日  

児玉  

大里   深谷赤十字病院  

利根  

千葉県（9）   干葉   ☆千葉がんセンター   千葉県がんセンター   平成14年8月13日  

乗葛南部  

東葛北部  

印旛山武  成田赤十字病院   平成15年12月16日  

香取海匝  総合病院国保旭中央病院   平成15年12月16日  

夷隅長生  

市原  独立行政法人労働者健康福祉機構千葉労災病院   平成15年12月16E】  

安房  医療法人 鉄蕉会 亀田総合病院   平成15年12月16日  

君津  国保直営総合病院 君津中央病院   平成14年8月13日   

東京都（13）  区中央部  東京都立駒込病院   平成14年3月15日  

区南部  NTT東日本関東病院   平成15年8月28日  

区西南部  日本赤十字社医療センター   平成14年12月9日  

区西部  東京厚生年金病院   平成17年1月17日  

区西北部  日本大学医学部附属板橋病院   平成15年1月9日  

区東北部  

区東部  癌研有明病院   平成14年3月15日  

西多摩  青梅市立総合病院   平成15年8月26日  

南多摩  日本医科大学多摩永山病院   平成15年1月9日  

北多摩西部  東大和病院   平成17年1月17日  

北多摩南部  日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院   平成14年12月9日  

北多摩北部  

島しょ  
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都道府県・二次医療圏別の推薦及び指定状況  

♯道府県  
（医療圏数）  二次医療圏   今回推薦医療機関   指定済みの地域がん診療拠点病院   指定年月日   

神楽川県（‖）  横浜北部  

横浜西部  神奈川県立がんセンター   平成14年12月9日  

横浜市立市民病院  

横浜南部  

川崎北部  

川崎南部  Jll崎市立井田病院  

横須賀・三浦  国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院  

湘南東部  藤沢市民病院   平成17年1月17日  

湘南西部  

県央  

県北   神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院  

県西   小田原市立病院  

新潟県（13）   下越  

新潟  新潟県立がんセンター 新潟病院   平成14年12月9日  

独立行政法人国立病院機構 西新潟中央病院  

新潟市民病院  

県央  

中越   新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央結合病院  

長岡赤十字病院  

魚沼  

上越  新潟県立中央病院  

独立行政法人労働者健康福祉機構新潟労災病院  

佐渡  

富山県（4）   新川  

富山   ☆富山県立中央病院   富山県立中央病院   平成14年12月9日  

高岡  

砺波  

石川県（4）   南加賀  

石川中央  石川県済生会金沢病院   平成15年12月16日  

能登中部  

能登北部  

福井県（4）  福井・坂井  福井県立病院   平成15年8月26日  

奥越  福井県済生会病院   平成15年8月26日  

丹南  福井赤十字病院   平成15年8月28日  

嶺南  

山梨県（8）   中北   国立大学法人山梨大学医学部附属病院  

☆山梨県立中央病院  

岐東   財団法人山梨厚生会 山梨厚生病院  

峡南  

富士・東部  国民健康保険 高士吉田市立病院  

長野県（10）   佐久   長野県厚生農業共同組合連合会佐久総合病院  

上小  

諏訪   諏訪赤十字病院  

上伊那  

飯伊  

木曽  

松本   ☆国立大学法人信州大学医学部附属病院  

大北  

長野  

北信  
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都道府県・ニ次医療圏別の推薦及び指定状況  

都道府県  
（医療圏数）  ニ次医療圏   今回推薦医療機関   指定済みの地域がん診療拠点病院   指定年月日   

岐阜県（5）  岐阜  岐阜県立岐阜病院   平成17年1月17日  

岐阜市民病院   平成17年1月17日  

☆国立大学法人岐阜大学医学部付属病院  

西濃  大垣市民病院   平成17年1月17日  

中濃  医療法人厚生会 木沢吉己念病院   平成17年1月17日  

東漉  岐阜県立多治見病院   平成17年1月17日  

飛騨  総合病院高山赤十字病院   平成17年1月17日   

静岡県（9）   伊豆  

熱海伊東  

駿東田方  ☆静岡県立静岡がんセンター   静岡県立静岡がんセンター   平成15年8月26日  

富士  

静庵  静岡県立総合病院   平成15年8月26日  

志太榛原  

中東遠  

北遠  

西遠  （社）聖隷福祉事業眉l総合病院 聖隷三方原病院   平成17年1月17日  

（社）聖隷福祉事業団l総合病院 聖隷浜松病院   平成17年1月17日   

愛知県（11）   名古屋  愛知県がんセンター   平成14年8月13日  

独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター   平成15年8月26日  

海部津島  愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院   平成17年1月17日  

尾張中部  

尾張東部  

尾張西部  

尾張北部  小牧市民病院   平成17年1月17日  

知多半島  

西三河南部  愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院   平成15年8月26日  

西三河北部  

菓三河南部  豊橋市民病院   平成15年8月26日  

東三河北部  

三重県（4）   北勢  三重県立総合医療センター   平成14年8月13日  

中勢伊賀  独立行政法人国立病院機構 三重中央医療センター   平成14年8月13日  

南勢志摩  山田赤十字病院   平成14年8月13日  

三重県厚生農業協同組合連合会松一阪中央総合病院   平成17年1月17日  

東紀州  

滋賀県（7）   大津  大津赤十字病院   平成15年8月26日  

湖南  滋賀県立成人病センター   平成14年8月13日  

甲賀  

東近江  

湖東  

湖北  市立長浜病院   平成17年1月17日  

湖西  

京都府（6）   丹後  

中丹  

南丹  

京都・乙訓  ☆京都府立医科大学付属病院  

山城北  

山城南  
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都道府県・二次医療圏別の推薦及び指定状況  

都道府県  
（医療圏動）  ニ次医療圏   今回推薦医療機関   指定済みの地域がん診療拠点病院   指定年月日   

大阪府（8）   豊能  市立豊中病院   平成14年12月9日  

三島  高槻赤十字病院   平成14年12月9日  

北河内  社団法人全国社会保険協会連合会 星ケ丘厚生年金病院  平成14年12月9日  

中河内  東大阪市立総合病院   平成15年8月26日  

南河内  独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター   平成14年12月9日  

堺市  独立行政法人労働者健康福祉機構大阪労災病院   平成14年12月9日  

泉州  市立岸和田市民病院   平成14年12月9日  

大阪市  地方独立行政法人大阪府立病院機構市立総合医療センター  平成17年1月17日  

大阪府立成人病センター   平成14年8月13日  

大阪赤十字病院   平成14年12月9日  

地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立急性期・総合医療センター  平成14年12月9日   

兵庫県（10）   神戸   独立行政法人 国立病院機構神戸医療センター  

社会福祉法人恩師財随済生会兵庫県病院  

医療法人振興会 神鋼病院  

神戸赤十字病院  

社会保険神戸中央病院  

神戸市立中央市民病院  

神戸級済会病院  

神戸朝日病院  

国立大学法人神戸大学附属病院  

財団法人甲南病院  

鎚紡記念病院  

医療法人康雄会 西病院  

医療法人川崎病院  

医療法人神甲会 隈病院  

阪神南  独立行政法人労働者健康福祉機構 関西労災病院  

兵庫医科大学病院  

西宮市立中央病院  

芦屋市立芦屋病院  

兵庫県立尼崎病院  

阪神北  公立学校共済組合近畿中央病院  

宝塚市立病院  

伊丹市立伊丹病院  

三田市民病院  

兵庫県立加古Jtl病院  

棄権磨  加古Jl「市民病院  

明石市立市民病院  

財団法人甲南病院加古川病院  

☆兵庫県立成人病センター  

高砂市民病院  

北播磨  西脇市立西脇病院  

三木市立三木市民病院  

加西市立加西病院  

中播磨  医療法人社団新日報広畑病院  

姫路赤十字病院  

独立行政法人国立病院機構姫路医療センター  

結合病院姫路聖マリア病院  

西播磨  赤穂市民病院  

但馬   公立八鹿病院  

公立豊岡病院組合立豊岡病院  

丹波   兵庫県立柏原病院  

淡路   兵庫県立淡路病院  
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都道府県・二次医療圏別の推薦及び指定状況  

都道府県  （医療圏数）  ニ次医療圏   今回推薦医療機関   指定済みの地域がん診療拠点病院   指定年月日   

奈良県（5）   奈良  

東和  

西和  

中和  奈良県立医科大学付属病院   平成17年1月17日  

南和  

和歌山県（7）  和歌山  日本赤十字社 和歌山医療センター   平成14年12月9日  

那賀  

橋本  

有田  

御坊  

田辺   社会保険紀両病院  

独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター  

新宮  

鳥取県（3）   東部  

中部  鳥取県立厚生病院   平成15年12月16日  

西部  （独）国立病院機構米子医療センター   平成17年1月17日   

島根県（7）   松江  松江市立病院   平成14年8月13日  

松江赤十字病院   平成1丁年1月17日  

雲南  

出雲  島根大学医学部付属病院   平成1丁年1月17日  

島根県立中央病院   平成17年1月17日  

大日  

浜田  独立行政法人国立病院機欄浜田医療センター   平成14年12月9日  

益田  益田赤十字病院   平成17年1月17日  

隠岐  

岡山県（5）  県南東部  岡山済生会総合病暁   平成14年12月9日  

総合病院 岡山赤十字病院   平成15年12月16日  

☆国立大学法人岡山大学医学部・歯学部附属病院  

県南・新見  財団法人 倉敷中央病院   平成15年12月16日  

高梁・阿新  

真庭  

津山・英田  （財）津山慈風会 津山中央病院   平成17年1月17日   

広島県（7）   広島   ☆国立大学法人広島大学病院  

県立広島病院  

広島市立広島市民病院  

広島赤十字・原爆病院  

広島西  広島県厚生農業協同組合連合会 鹿島綜合病院  

具   独立行政法人国立病院機構 呉医療センター  

広島中央  独立行政法人国立病院機構東広島医療センター  

尾三   広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院  

福山・府中  福山市民病院  

備北   市立三次中央病院   

山口県（8）   岩国  独立行政法人国立病院機積 岩国医療センター   平成14年8月13日  

柳井  山口県厚生農業協同組合連合会 周東総合病院   平成17年1月17日  

周南  綜合病院社会保険徳山中央病院   平成15年12月16日  

山口・防府  山口県立中央病院   平成15年12月16E】  

宇部・小野田  

下関   下関市立中央病院  

長門  

萩  
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都道府県・二次医療圏別の推薦及び指定状況  

繍道府県  
（医療圏数）  二次医療圏   今回推薦医療機関   指定済みの地域がん診療拠点病院   指定年月日   

確島県（6）   東部Ⅰ  ☆徳島県立中央病院   徳島県立中央病院   平成14年3月15日  

東部Ⅰ  

南部Ⅰ  

南部Ⅱ  

西部Ⅰ  

西部Ⅱ  

書川県（5）   大川  

小豆  

高松  香川県立中央病院   平成17年1月1丁日  

高松赤十字病院  

中頴   独立行政法人労働者健康福祉機構 香川労災病院  

三豊  三豊総合病院   平成15年12月16日   

愛媛県（6）   宇摩  

新居浜・西条  住友別子病院   平成17年1月1了日  

今治  

松山  独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター   平成14年3月15日  

八幡浜・大洲  

宇和島  市立宇和島病院   平成17年1月17日   

高知県（4）   安芸  

中央  高知県立中央病院   平成14年8月13日  

☆国立大学法人高知大学医学部附属病院  

高幡  

幡多  

福岡県（13）  福岡・糸島  独立行政法人国立病院機欄 九州がんセンター   平成14年8月13日  

粕屋  独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター   平成15年12月16日  

宗像  

筑紫  

甘木・朝倉  

久留米  久留米大学病院   平成14年12月9日  

八女・筑後  公立八女総合病院   平成17年1月17日  

有明  大牟田市立総合病院   平成15年12月16日  

飯塚  飯塚病院   平成14年8月13日  

直方・鞍手  

田11l  社会保険田川病院   平成17年1月17日  

北九州  北九州市立医療センター   平成14年8月13日  

京葉  

佐賀県（5）   中部  佐賀県立病院好生館   平成14年12月9日  

東部  

北部  

西部  

南部  

長崎県（9）   長崎  長崎市立市民病院   平成14年12月9日  

日本赤十字社長崎原爆病院   平成14年12月9日  

佐せ保  佐世保市立総合病院   平成14年8月13日  

県央  （独）国立病院機構長崎医療センター   平成17年1月1丁日  

県南  

県北  

五島  

上五島  

壱岐  

対馬  
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都道府県・二次医療圏別の推薦及び指定状況  

都道府県  
（医療圏数）  ニ次医療圏   今回推薦医療機関   指定済みの地域がん診療拠点病院   指定年月日   

熊本県（11）   熊本  市立熊本市民病院   平成17年1月17日  

☆国立大学法人熊本大学医学部附属病院  

宇城  

有明  

鹿本  

菊池  

阿蘇  

上益城  

八代  

芦北  

球磨  

天草  

大分県（10）   東国東  

別杵速見  

大分  大分赤十字病院   平成14年12月9日  

大分県立病暁   平成14年12月9日  

臼津  

佐伯  
ノ  

大野  

竹田直入  

日田玖珠  

中津下毛  

宇佐高田  

宮崎県（丁）  宮崎東諸県  県立宮崎病院   平成15年8月28日  

都城北諸県  （独）国立病院機欄【都城病院   平成17年1月17日  

宮崎県北部  宮崎県立延岡病院   平成17年1月17日  

日南串間  県立日南病院   平成15年8月26日  

西詩  

西都児湯  

日向入郷  

鹿児島県（12）  鹿児島  ☆国立大学法人鹿児島大学病院  

独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター  

指宿  

南薩  

日置  

川薩  

出水  

伊佐  

姶良  

曽於  

肝属  

熊毛  

奄美  

沖縄県（5）   北部  北部地区医師会病院   平成17年1月1了日  

中部  

南部  那覇市立病院   平成17年1月17日  

宮古  

八重山  
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資 料 7  

推薦意見書  

（抜粋）   



推 薦  見 書  

1細道府県がん診療違携拠点病院について   

本県の給合的ながん対策と、高度で専門的ながん医療提供体制の充実強化の観点から、  

宮城県立がんセンターと東北大学医学部付属病院の指定によるダブルトップ（複数）体  

制の構築を目指し、2病院を推薦します。  

1）宮城県立がんセンター   

宮城県立がんセンターは、地域かん診療拠点病院指定（平成14年3月）、日本医療機  

能評価機構認定（平成15年5月）、臨床修練指定病院認定（平成15年9月）を受け、さ  

らに平成17年12月には緩和ケア病棟も日本医療機能評価機構認定となる等、文字通り  

宮城県におけるがん診療拠点病院として広く認められるようになりました。   

現在我が国で、がん専門病院として全国がん（成人病）センター協議会に加盟して  

いるのは30施設（平成16年4月現在）▲ですが、このうち研究所を併琴したがんセンタ  

ーは、11施設です。宮城県立がんセンターは、がんの予防、治療、研究を3本柱とし  

ており、がんの基礎研究にも力を注いでおります。その成果の一つとして生化学部門  

において、世界で初めてヒトのシアしリダーゼ遺伝子の分離、同定に成功し、現在、が  

んとの関連性について新しい知見が着々と集積されつつあります。   

また、全国の中核的がんセンター間を結ぶネットワークにより、TV会議方式のメ  

ディカルカンファレンスに参加し、常に最新の情報を入手できる体制整備がされてお  

り医療の質の向上に努めています。   

さらに、末期医療患者QOL推進事業は二平成4年から毎年宮城県立がんセンター  

が主催し開催してきました。この研修会には県内のがん診療連携拠点病院の医師、看  

護師、薬剤師、放射線技師をはじめ、東北各地の病院・診療所からも多くの参加者が  

あり、東北地区のがん末期医療患者のQOLの向上に貢献しています。   

また、東北ブロック地域がん診療拠点病院がん登録ワークショップを開催し、国立  

がんセンターや、東北全域のがん登録に関する専門家が集結し、がん登録の精度の向  

上、集計の迅速化及び個人情報保護に関する問題などについて検討しています。  

既に平成17年12月に、「宮城県地域がん診療連携拠点病院連絡会」を発足しており、  

今後は県内のがん診療拠点病院で構成する「がん診療連携協議会」の正式な設置に向  

けて準備を開始しています。   

以上のとおり、宮城県立がんセンターはがん医療に特化した県内唯一甲病院であり、  

指定要件についても十分に満たしております。また、がんセンターの設置趣旨・使命、  

医療政策上の位置づけから、都道府県がん診療連携拠点病院として最もふさわしい医  

療機関であります。  

2）東北大学医学部付属病院   

東北大学医学部付属病院の歴史は古く、文化14年（1817年）仙台藩医学校施  

薬所がその源涜となっています。昭和24年に現在の名称に改称され、現在までに50   



年以上の歴史を有し、ベッド数1272床で国立大学では最多の病床数を誇るに至っ   

ております。   

特定機能病院として承認され（平成6年8月）、最新の研究成果と医療技術を安全と   

信頼の下で患者に提供する機能を有するとともに、、医師及びコメディカルスタッフに   

高度な教育を実施し、県内はもとより、東北をはじめ全国のがん医療に関する指導的   

人材を育成、輩出しております。今年、放射線医療総合研究所（千葉県）との協定を   

結び、陽電子放射線断層撮影装置（PET）の専門家の育成と早期診断技術の研究を   

進めています。また、各学会が作成するがん診療ガイドラインには、東北大学医学部   

付属病院の各専門医師が、検討委員会に多数携わる等、まさに日本のがん医療を支え   

る最大の特定機能病院であると言えます。   

さらに、国立大学の中で最初に緩和ケアセンター（平成13年）及び、セカ．ンドオピ   

ニオン外来（平成17年）を設置した他、日本医療機能評価機構認定（平成17年6月）   

等、患者中心の医療の提供についても十分な配慮を行っています。   

がん化学療法に関しては、化学療法センターを設置（平成16年4月）し、質・安全   

性が高い標準化された化学療法の提供を行っています。県内の地域がん診療連携拠点   

病院の外来化学療法室の運営等に関する指導的役割を担っています。   

以上のとおり、東北大学医学部付属病院は、がん診療連携拠点病院の指定要件を十   

分に満たしています。また、宮城県においては、■より高度ながん医療の提供、専門医   

師の育成、医師派遣の観点から東北大学医学部付属病院の協力は不可欠であり、今後   

とも県立がんセンターと連携を図りながら、宮城県の中心的役割を担う医療機関です。  

● 宮城県におけるがん疫学研究、がん登録事業は世界的にも評価を得て、日本のが   

ん疫学の先達というべき業績をなしています。これは、長い歴史の中で、宮城県と   

東北大学が協力体制を組み、なし得た業績と言えます。  

現在、がん対策やがん医療に対する県内医療関係者の関心はかつてない程高まっ   

ており、特に両病院職員の意欲や志気はこれまでの実績にも裏打ちされる形で、非   

常に高いものがあります。都道府県がん診療連携拠点痛院として2病院を指定する   

ことによって、連携協力体制が更に深まり大きな相乗効果が生まれます。  

つまり、宮城県立がんセ㌢ターの持つ県内外のネットワ⊥クによって、がん患者   

の5年生存率等の総合的ながん医療情報の収集、分析及び発信の中心的役割が期待   

できます。また、東北大学医学部付属病院は特定機能病院として、高度専門医療、   

化学療法や放射線療法等がん専門医の教育機能、がん早期発見に係る一般医の資質   

向上といった人材育成に関しての指導的役割が期待できます。  

以上のようにダブルトップ体制を整備し、互いの連携協力体制をさらに強化する   

ことにより、今後、全国のモデルとなるシステムを構築できるものと考えています。   

2 地域がん診療達携拠点病院について   

仙台医療圏においては、平成15年8月に労働福祉事業団東北労災病院が、拠点病院  

の指定を受けていますが、次の理由により仙台医療圏における複数指定が必要と考えま  

す。   



1）独立行政法人国立病院桂構 仙台医療センターについて   

仙台医療センターは国立病院機構の中でも、基幹病院として位置づけられ、国が   

力を入れて行うべき政策医療（がん診療、エイズの診療、災害医療他）を対象に、   

高度総合医療を実施する役割を担い、東北ブロックの中心的な医療機関です。  

また臨床研修病院指定（昭和43年7月）を受け、臨床研究部（昭和55年）及び地   

域医療研修センターを備え（昭和57年10月）、研修医、レジデント並びに海外の医   

師等の卒後研修の施設として貢献しています。地域医療研修センター登録医等に対   

しては月1回臨床研修セミナーを開催し、最新医療、研究について情報発信に努め   

るとともに、病診連携や病病連携に関しては地域医療の中心的役割が期待されてい   

ます。  

専門医はもとより、コメディカルスタッフにおいて、特にがん化学療法に精通し   

た看護師は県内で最も多く認定を受けており（日本看護協会認定看護師：がん性痔   

痛看護2人、がん化学療法看護1人、ホスピスケア3人等）、県内のがん看護の質   

の向上に向けて指導的役割が期待されています。  

さらに、日本最大の病院ネットワークを最大限に活用して、「治験の推進」を目   

標に掲げ受託研究管理室を設置し、専属のCRC（治験コーディネーター）を配置   

し、がんの治療薬の開発の大きな役割を担っています。治験の実績については広く   

県民に公表する等、情報提供に積極的に取り組んでいます。  

以上のとおり、仙台医療センターは、地域がん診療拠点病院としての要件を十分   

に満たしている他、日本医療機能評価機構の認定（平成16年3月）もあり、指定に   

ふさわしい医療機関であると考えます。   



● 仙台医療圏は、仙台市を区域と 

び病院数が最大で人口は約102万人と全国の二次医療圏の平均（約35万人）の   

約3倍。人口、病院数ともに宮城県全体の4割強を占めています。（下表参照）  

● 現在指定病院が存在しない黒川医療圏は、仙台医療圏に隣接し、病院数が少ない   

ことにより、受療の地域依存すなわち、自足率（当該医療圏に居住する患者のうち   

で、当該医療圏内の病院に入院している患者の割合）が低く、患者の60％が仙台   

医療圏に流れています。 なお、黒川医療圏内では地域がん診療連携拠点痛院の指定   

要件を満たす病院はなく、将来的にも見込みがありません。また同じく仙台医療圏   

に隣接する塩釜医療圏については、仙台医療圏への依存率が38％と高く、現在の   

ところ、指定要件を満たす病院もありません。  

● 上記以外の指定病院のない医療圏（栗原医療圏、登米医療圏、気仙沼医療圏）に   

おける他圏域依存状況をみると、栗原医療圏は大崎医療圏への、登米医療圏と気仙   

沼医療圏については、仙台医療圏や石巻医療圏への依存がみられ、がん医療につい   

ては、仙台、大崎、石巻医療圏の拠点病院がカバーする体制になります。  

● 土れらの状況から仙台医療圏においては、既指定病院に加え、更に2カ所程度の   

指定がなされることによって、住民が生活圏域内でがん医療を受けられる体制が一   

層整備されると考えます。  

＜表1＞   

●宮城県の医療圏の概要  

医療圏  面碩くkmウ  人口（人）  人口割合  人口密度  病院数  既指定病院   

仙南医療圏   1．551．ヰ4  192β59  8．1柘  12ヰ．3  14  公立刈田綜含病院   

岩沼医療圏   2¢9．ヰ了  16ヰ．5了2  6．9拓  568．5  四  県立がんセンター   

仙台医療圏   783．5ヰ  1．ロ23．Dヰ2   43．1鰐  13ロ5．7  、62  真北労災病院   

塩釜医療圏  149．52  191β79  8．1光  1283．3  了  

是川医療圏   416．93   了9．358  3．3％  19ロ．3  3  

大崎医療圏   1．522．5ロ  220．221   9，3好  14ヰ．6   22  古川市立病院   

栗原：医療圏   8ロ8．38   82．541   3．5粥  1D2．4   5  

登米医療圏   536．38   91．521   3．9滞  1了0．6   了  

石巻医療圏   722．98  225．938  9．5滞  312．5   13  石巻赤十字病院   

気仙沼医療圏   497．D4   99．752   ヰ．2弼  20D．7   7  

計   了．2了6．16  2．371．683  100．0％  151  

吉城県福生筏i十年報（平成17年4月荒行）  

＜表2＞  ●受療の地域儀存状況（単位：％）   
医療圏  自足卒  入院の他圏域俵存  

入院患者  外来患者  医療圏   卒   

仙南医療圏  61．8  86．1  仙台  2D．2   

岩沼医療圏  60．3  78．7  仙台  38．7   

仙台医療圏   90．9   9了．5  苦海   5．5   

塩釜医療圏   57．6   78．6  仙台   3了．9   

嘉川医療圏   22．2   5丁．7  仙台   60．3   

大崎医療圏  77．1  9さ．ロ  仙台  15．2   
栗原医療圏   54．1   85．6  大崎   1了．4   

萱米医療圏   57．9   82．2  仙台   13．0   

石巻医療圏   丁3．2   94．4  仙台   19．2   

気仙泡医療圏  8了．D  9ヰ．7  仙台  8．1   

♯宮城県地句保健医虔計画  
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宮城県 2次医療圏の概要  

誠県の医療圏の棺  （平40   
がん診  

名  面積（km之）  人口（人）  人口割合  人口密度  病院数  既指定病院傲   

仙南医療圏   1．551．44  192．859   8．1％  14  

289．4了  164．5了2   ○   岩沼医療圏  
783．54  1％  13057   62   2 3   

仙台医療圏  

塩釜医療圏  149．52   8．1％  了  

黒Jtl医療圏   416．93  了9358   33％   3  

大崎医療圏  1，522．50  3％  1446   22   

栗原医療圏  806．38   8乙541  3．5％  5  

登米医療圏   536．38  91521   39％   7  

石巻医療圏   722，96  225，938  ●†  3125   13   

気仙沼医療圏   497．04  99了52   42％  200．7   7  

15   5  2  了   
計  7，276．16  乙3了1．683  1DO．0％   

月発行）              宮 県 ．・ほ   17 4 口  



宮城県のがん診療連携拠点病院の体制  

⊂r）  

ノ診療所  
○ わが国に多いがん（肺、胃、肝、大腸、乳など）の早期診断・治療に重点  

○ 地土或の医療機関からの紹介患者の受け入れ及び緩和医療の提供  

○ 地上或のがん医療従事者に対する教育・研修の実施  

○ 臨床試験・研究に協力（参加）  

○ 院内がん登録の実施   

一般病院  

検診機関   



本県の総合的ながん対策と、高度で専門的ながん医療提供体制の充実強化の観点から、都道府県がん診療  
連携拠点はダブルトップ（複数）体制とする。主な役割は下記表のとおりである。  

都道府県がん診療連携拠点病院（ダブルトップ）  
地域がん診療連携拠点病院  

県立がんセンター   東北大学医学部附属病院   

重点をおく  
我が国に多いがんの標準的治療と高度な  

診療内容   標準的治療に重点   技術を要する治療、稀ながんの治療   

診療提供 
地域の医療機関からの紹介患   地域の医療機関からの紹介患者の受  地域の医療機関（含む■がん診療連携拠  

内容  
者の受け入れ及び緩和医療の   け入れ及び緩和医療の提供に加え、   点病院）からの紹介患者受け入れと、標準  
提供   進行がんに対する集学的治療の提供  および高度先端医療の提供   

地域のがん医療従事者との共同  病理診断・画像診断等に係る診療支   地域のがん診療連携拠点病院との診療連  

診療支援  
診療、セカンドオピニオンの実施  援や地域がん診療連携拠点病院への  携、セカンドオピニオンの実施、診療支援、  

診療支援及びセカンドオピニオンの実  後期研修医受け入れ、専門医師の育成と  
施   派遣   

かかりつけ医等地域のがん医療  かかりつけ医や地域がん診療連携拠  地域のがん診療連携拠点病院の従事者  

教育・研修          従事者に対する教育・研修の実  点病院の従事者に対する教育・研修の  に対する教育・研修の実施と講師派遣  
機能  

施   実施   

臨床試験・  臨床試験・臨床研究の実施   臨床試験の立案・組織化と実施 

研究   

標準様式による院内がん登録の  ・地域がん登録、院内がん登録の実施  標準様式による院内がん登録の実施、院  
実施   ・地域がん診療連携拠点病院に対する  内がん登録用専用ITシステム開発とがん  

がん登録  
院内がん登録の標準化、精度向上の  診療連携拠点病院への普及   

推進指導  

相談支援センターの機能を強化  がん診療情報ネットワークの充実：地   がん診療の標準治療・高度な技術を要す  

情報提供・          し、がん患者や家族のニーズに  域がん診療連携拠点病院のニーズに  る治療、専門医、治験・臨床芸式験一臨床研  
普及  

対応   対応する情報提供   究等の情報提供   

その他  がん診療連携協吉義会の設置・運営   がん診療連携協議会運営協力  

、」  



がん診漂連携拠点清院の指定権着について  

H18．4．20  

秋田県健康福祉部  

秋田県の推薦方針（案）   

1．秋田県では、県民のがん医療対策の充実強化を県政の最重要課題としており、  

国の新たな制度である「都道府県がん診療連携拠点病院」及び「地域がん診療連携  

拠点病院」について、各2次医療圏等における中核的病院ができるだけ多く指定を  

受けられるよう積極的に推薦する。  

2．特に広大な県土をかかえ、人口減少と少子高齢化が進行するなかで、質の高い医   

療環境の更なる向上は県民の切実な廉いであり、特に人口10万対がん死亡率が、   

8年連続全国第一位となっている痍刻な状況を改善するため、国におけるがん対策   

の稔合的な推進に強く期待している。   

秋田県においても、県民がいつでもどこでも受けられる医療提供体制を整備する   

ため、県医師会等関係団体と連携を強化し、県民一体となってがん医療を推進する   

こととしている。  

3．推薦に当たっては、秋田県医師会から推薦された各地域の侯稀病院を対象に指定   

推薦要件を確認したところ、いずれも適格と判断されるので、対象の13病院をす   

べて推薦する。  

4．また、「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」において、「地域がん診療連   

携拠点病院にあっては、2次医療圏に1カ所程度整備する」こととされているが、   

本県の地域医療体制の現状から、2次医療圏で複数の病院の指定が必要であり、次   

の理由からできるだけ多くの病院を指定されるよう要請する。  

（理由）（1）秋田県医療保健福祉計画で第一に「いつでもどこでも受けちれる医療  

体制づくり」を掲げ、2次医療圏で必要ながん医療機能について、地域  

バランスのとれた整備を図ることにしている。  

（2）平成18年度から3カ年の「あきた21総合計画・第3期実施計画」  

において、県民が質の高いがん医療を受けられるよう、がん診療連舞拠  

点病院を全県を対象とする秋田大学医学部附属病院と、各二次医療圏を  

対象とする中核的病院を県内全圏域で整備促進を図ることとした。  

（3）平成18年度当初予算で、新たに「がん医療推進強化事業」を措置し、  

県内医療機関とのがん医療の情報ネットワ■－ク化や医療技術の普及等に  

ついて必要な支援事業を検討するとともに、今後国の．「都道府県・地域  

がん診療連携拠点病院機能強化事業」を積極的に実施する。  

8   



（4）県内では、下記（※）のとおり、県人口の秋田周辺地域への集中などか   

ら、地域がん診療連携拠点病院を、二次医療圏で複数指定されることに   

より、より実効性のある、がん診療連携を推進する必要がある。  

5．以上により、秋田県の推薦する各病院は次のとおりである。  

都道府県がん診療連携拠点病院（1） 秋田大学医学部附属病院  

地域がん診療連携拠点病院  

2次医療圏 大館鹿角  

能代山本  

秋田周辺  

（12）  

大館市立総合病院  

山本組合総合病院  

市立秋田総合病院、秋田組合総合病院、  

秋田赤十字病院、中道総合病院  

由利組合総合病院、本荘第一病院  

仙北組合総合病院  

平鹿総合病院、市立横手病院  

本荘由利  

大曲仙北  

横手平鹿  

湯沢雄勝  雄勝中央病院   

※秋田周辺の状況   

02次医療圏における推薦病院の数と対象人口（Ⅱ17年国勢調査速報値）は次表のとおり。  

○ 地域の人口と各病院の在院患者延べ数は図のとおりであり、秋田県人口114万人   

のうち38％、約43万人に対し4病院が2次医療を提供している。  

○ 県内．におけるがん全体の手術件数はこの地域で約5割となっている。  

（対象人口）（推薦病院）   

126，092  1  

43，156  0  

96，660  1   

432，366  4   

118，550  2   

148，25■8  1   

103，654  2  

76，735  1  

（2次医療圏）   

大館鹿角   

鷹巣阿仁   

能代山本   

秋田周辺   

本荘由利   

大曲仙北   

横手平鹿   

湯沢雄勝  

合計   1，145，471人  12  

9   



●秋田周辺の対象人口等  

平成17年国詞市町村人口：人  

各病院斜数字：人、J7キ艮点線鼻息者鼓（轟晩魚与）  

（）記載数字：病床数  

上小阿仁村  

男鹿市  35，38  0  3，077   

潟上 

773 

西部37，056   北部84，887   

t秋田組合l川㌔245   

（479）  

I市立   秋田い‘，砧5（468）  
東部66，071  

中央76，929  

南部50，01  
● u ■  

l中通給合  
■■■■l■■■■■■■  

柑‘，購j  

けj，2jJ  （610）  

（539）  河辺10，243  

l秋田   赤十字l  

J55，○引（496）  

嘩和   7，84岳  
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秋田県 2次医療圏の概要  

1．圏域図  

2．概要  

（平成17年10月1日現在）   

がん診鹿討封魁． 妬  
医療貴名  面積（ぱ）  人口  人口割合㈲  人口密度  病院数           既指定病院    今回脚数  計   

大館・鹿角  18∝157  126092   11．0   70．0   ○  

140939   3. 8 30．6   4   0  0  0   

・山本   8．4   81．2   8   0  

田周辺   169369  3了．7  255．3   31   0  5  5   

・由利   10．3   81．8   9   0  2  2   

天曲・仙北   1Z．9   69．7   8   0  

横手・平鹿   69359   9．0  149．4   4   0  2  2   

iヒ・・雄勝  122504   6. 7 62．6   5   0  

計   1159093  10010   98．8   80   0  13  13  



推薦意見書の附記  

1 山形県における地域がん診療連携拠点病院の推薦状況   

現在、山形県における地域がん診療連携拠点病院として推薦予定の病院は次のとおりである。   

● 既指定  

山形県立中央病院（保健医療圏：村山）   

○ 平成18年4月推薦  

山形市立病院済生館（保健医療圏：村山）、 山形大学医学部附属病院※（保健医療圏：村山）  

山形県立日本海病院（保健医療圏：庄内）  ※ 特定機能病院   

△ 平成18年10月推薦予定  

山形県立新庄病院（保健医療圏：最上）、 鶴岡市立荘内病院（保健医療圏：庄内）  

公立置賜総合病院（保健医療圏：置賜）   

以上、4保健医療圏（全圏域） 合計7病院  ※添付 山形県の2次保健医療圏（地図）の概要   

☆保健医療圏域、≡次、＝次医療機関別の内訳※  

∴ 

3  

最上圏域  1（1） 4 5 1 

置賜圏域   2（1） 10 12 も＝  

庄内圏域  3（2）  10   13  …；th二；ミ  

（）内の数値は、地域がん診療連携拠点病院推薦予定  ※山形県保健医療計画（平成15年2月策定）P24  

2 山形県内医療機関との信頼関係の重要性  

（1）村山圏域では、今回、県立中央病院（既指定）に加え、山形市立病院済生館、山形大学医学部附属   

病院の3病院を推薦することになりますが、村山圏域は14市町にまたがり、圏域人口も約60万人と   

県全体の半数を占め、一次医療機関や他の二次医療機関からの紹介等はこの3病院にそれぞれ集中して   

おります。地域がん診療連携拠点病院の推薦にあたりましては、これまで築いてまいりました本県行政   

と病院、病院と病院との連携と信頼関係を損なわれることな＜、さらに深めることが重要と判断し、現   

指定病院に加え、実態に合わせて2病院を追加推薦するものです。  

（2）庄内圏域では、今回、県立日本海病院（酒窃市）と10月には鶴岡市立荘内病院を推薦しますが、   

庄内地区では言語のアクセントにもー部違いがあるように、地理的、交通体系、住民の生活行動圏域が、   

旧酒田市圏（港町）と旧鶴岡市圏（城下町）にはっきり分かれており、住民のがん医療受診の基幹病院   

も同様となっております。  

山形県において一つの保健医療圏に複数の病院を推薦することは、前述のとおり、これまで構築してき  

た緊密な連携と信頼関係こそが、国の指針の基本方針と理解して推薦することとしたものです。このこと  

は、是非、切にこ理解をお酸い申し上げます。  

厚生労働省健康局総務課  

生活習慣病対策室長  殿  

平成18年6月19日  

山形県健康福祉部  
保 健 薬 務 課 長  
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く （別添）’  

形県】二次保健医療圏と地域がん診療蓮携拠点病院  【  

1 県域囲   

※圏域回には、  （ん診療連携拠点病院名を記載すること。  

一′■●ヽノ●－■・  

（平成18年4月1日現在：人口は2月1乱視在）  
ん診療違  

人口密度（人）  人口割合く％）   面積（kn†）  人口（人）  医療周名  既指定病院数  今匝推薦病院蘭  

576．6之8  乙619．14   

1．803．6之  

238，044  2．495．52   

308，972  乙405．11   

100．00％  1，之14．108   9，323．39  

口前含」櫛は、県全体の人口に対する圏域ごとの割合を記入すること－  
ロ密度」櫛は、各医療塾ごとに、人口／面積（kポ）（小数点以下貫之位四捨五入）により算出した数値を記入すること・  
暁凱硯は．拠点病院以外の病院も含めた数を記入すること．  
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がん診療連携拠点病院の新規指定に係る意見書  

栃 木 県   

本県では、がん医療の「均てん化」等国の施策を踏まえ、昨年度「栃木県がん投合対策  

検討会」を設置し、がんの予防から医療を含めた縫合的対策の体系化を図ることとし、今  

年度はがん対策の指針を策定することとしております。   

このようなことから、地域における拠点病院とかかりつけ医との連携を強化し、県民が  

等しく質の高いがん医療が受けられるよう、地域がん診療連携拠点病院の整備を積擾的に  

推進する方針であります。   

従って、整備にあたっては、本県の医療圏致は他県と比較して少ないことから対象市町  

が広範囲に及んでいるため、．地域の状況に応じた、きめ細かながん医療における医療連携  

体制を構築するために2次医療圏に複数の地域がん診療連携拠点病院を整備するもので  

す。   

各医療圏における状況及び推萬理由は次のとおりです。   

（1） 県東央医療圏について  

既に栃木県立がんセンターが平成19年産までみなし指定されておりますが、  

① 栃木県立がんセンターは、平成19年度の都道府県がん診療連携拠点病院  

の指定に向けて現在検討中であること。  

② 平成20年度の医療計画の見直しにあたり、県東宋医療圏から宇都宮市（中 

核市）との関係等の理由により宇都宮医療圏を分離する方向で検討している  

こと。（済生会宇都宮病院及び栃木病院の所在地は宇都宮市である）  

③ 今回は県西医療圏において推薦病院がないため、がん患者の動向を勘案し、  

県東央医療圏に複数整備する必要があること。（県西医療圏である日光市や  

鹿沼市等に居住する多くのがん患者が済生会宇都宮病院及び栃木病院に入・  

通院している）  

⑥ 圏域の東部及び南部に居住する多くのがん患者が自治医科大学病院に入・  

通院していること。  

以上の状況により、がん患者の動向から圏域の概況をみると、圏域の西部及び  

北部を済生会宇都宮病院と栃木病院が、－圏域の東部及び南部を自治医科大学病  

院がそれぞれカバーしていることから、かかりつけ医との連携体制を勘案し、  

複数推薦するものです。   

（2） 県南医療圏について  

① がん患者の動向から圏域の概況をみると、圏域の西部を下都賀総合病院が、  

それ以外を猥協医科大学病院がそれぞれカ／卜していること。  

② 県西医療圏である鹿沼市等に居住する多くのがん患者が濁協医科大学病院  

に入・通院し、さらに、猫協医科大学日光医療センターが県西医療圏である  

日光市に開設されたことから、今馴ま推薦病院のない県西医療圏をカバーす  

ることが可能であること。  
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（3） 県北医療圏について  

① 大田原赤十字病院は主に大田原市以北のかからっけ医との連携体制が確立  

されていること。  

② 塩谷組合病院は主に矢板市以南のかかりつけ医ヒの連携体制が確立されて  

いること。  

従いまして、1病院に限定することは極めて困難な状況にあります。   

（4） 両毛医療圏について  

① 佐野厚生総合病院は主に佐野市のかかりつけ医との連携体制が確立されて  

いること。  

② 足利赤十字病院は主に足利市のかかりつけ医との連携体制が確立されてい  

ること。  

従いまして、1病院に限定することは極めて困難な状況にあります。   

今般推薦する各医療機関につきましては、がん診療連携拠点病院の整備に関する指針（平  

・成18年2月1日健発第0201004）に基づく指定要件を充足し、かつ、本県のがん  

対策において医療連携体制を構築する上で今後とも中核となる医療機関でありますので、  

地域がん診療連携拠点病院の指定につきまして、特段の御配慮をお顔いいたします。  
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（別 紙）  

栃木県 2次医療圏の概要  

一帯町村行政管轄壊廣  
一ニ次尿量医療語境界  

◎ 広域仕度福祉センター  
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両一県健医療圏  

ほ：ン  

2．概要  

（平成柑年4月1日現在）  

医療圏名  面積（kn了）  人口  人口割合（％）  人口密度  病院数   
がん診療連携拠点病院  

既指定病院数  今回推薦病院  計   

県東・央医療圏   1．433．76  了36．443   36．6   51   35   3  4   

県南医療圏   605．82  446．153   22．2   736．4   26   0   2  2   

県北医療圏   1．863．22  341，634   17．0   183，3   26   0   2  2   

両毛医療圏   533．89  282，671   14．0   529．5   18   0   2  2   

県西医療圏   1，971．59  204．446   10．2   103．7   13   D   0  0   

計   6，408．28  乙011，347   100．0   313．9   118   9  10   

注1）「人口割合」欄は、県全体の人口に対する忽域ごとの割合を言己入すること。  

注之）「人口密度」棉は、各医療圏ごとに、人口／面積（kボ）（小数点以下貢2位四捨五入）により算出した数値を言己入すること。  

注3）「病院数」楠は、拠点病院以外の病院も含めた致を盲己入すること。  
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補足説明資料  

1地域がん診療連携拠点病院の保健医療圏別区分について  

（1）群馬県内の二次保健医療圏の概況  

（H18．3．31現在）   

圏 域 名   人口（人）  面積（kIぱ）   圏域構成市町村   

前橋保健医療圏   342，611  311．64  前橋市、富士見村   

高崎・安中保健医療圏   404，713  ■677，35  高崎市、安中市、榛名町   

渋川保健医療圏   120，064  288．86  渋川市、榛東村、吉岡町   

藤岡保健医療圏   100，477  534．99  藤岡市、吉井町、上野村、神流町   

、 

富岡保健医療圏   82，163  488．52  冨岡市卜仁田町、南牧村、甘栄 田T   

吾妻保健医療圏   
中之条町、末書妻町、長野原町、  

66，269  1，278．27   賭恋村、喜連町、六合村、高山村   
沼田保健医療圏   

沼田市、片品村、川場村、みなか  
96，377  1，765．75   み町、昭和村   

伊勢崎保健医療圏   234，497  165．19  伊勢崎市、玉村町   

桐生保健医療圏   182，015   482．8  桐生市、みどり市   

太田・館林保健医療圏   390，851   太田市、館林市、板倉町、明和  
369．8   町、千代田町、大泉町、邑楽町   

県  計   2，020，037  6，363．17  

（2）平成18年度推薦する地域がん診療連携拠点病院の医療圏域  

医 療 機 関 名   医療圏   

国立病院機構沼田病院   沼田保健医療圏   

利根保健生漁協同組合利根中央病院  沼田保健医療圏   

伊勢崎市民病院   伊勢崎保健医療圏   

2 沼田保健医療圏から推薦する2病院について   

沼田医療圏については隣接する吾妻医療圏の住民の受診等も多く、医療圏を越え   

た医療提供体制という現状にあること、また、推薦を希望する2病院間で放射線治療   

装置（リニアック）の相互利用が行われていること等の現状を総合的に勘案した特異、   

国立病院機構沼田病院、利根中央病院ともに、沼田医療圏における地域がん診療連   

携拠点病院として相応しいと判断し、両病院を推薦することとした。  
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（別紙）  

群罵県 2次医療圏の概要  

し 圏域図  

2．概要  

がん診療連携拠点病院  

医療圏名   面積（kポ）  人口（人）  人口割合 ㈲  人口密 度   病院数          既指定  

前橋保健医擾圏   311．64  342，611   17．0  1099．4   1   

高崎・安中保健医療圏   677．35  404，713   20．0  597．5   0   

渋川保健医療圏   288．86  120，064   5．9  415．6   1   

藤岡保健医療圏   534．99  100，477   5．0  187．8   

富岡保健医療圏   488．52   8乙163   4．1  168．2   0   

吾妻保健医療圏   1，278．27   66，269   3，3  51．8   0   

沼田保健医療圏   1，765．75   96，377   4．8  54．6   7  

伊勢崎保健医療圏   165．19  234，497   11．6  1419．6   

桐生保健医療圏   482．8  182，015   9．0  377．D   14  0   

太田・館林保健医療圏   369．8  390，851   19．3  1056．9   20   1   

計   6，363．17  乙020，037   匹  317．5  142   6   

注1）「人口割合J憫は、県全体の人［＝こ対する圏域ごとの割合を記入すること．   

注2）一人口密度J櫛は、各区蕉惚ごとに、人口／面積（k〔†）＝、致点以下第2位四捨五入＝こより算出した数値を記入すること．  
注3）「病院数」橋は、拠点病院以外の病院も含めた故を記入すること。  
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（別紙）  

地域がん診療連携拠点病院推薦書補足説明資料  

1 沼田保健医療圏における地域事情について   

沼田保健医療圏の面積は1．766k出であり、群馬県全体の30％弱である・。これ  

に吾妻保健医療圏（1，278k噌を加えると、県全体の50％近くになる。両医療圏  

を合わせた人口は、県内10医療圏の中で中位に位置する。両医療圏は隣接して  

おり、経済的、観光的にも相互補完的な関係にあり、医療面でも一体的な診療圏   

を形成している。  

2 医療機関の整備状況について   

沼田・吾妻南保健医療圏の中では、病床数200床以上の病院は5病院しかな   

く、また、がん治療を専門的に行う病院としてはJ国立病院機構沼田病院、利根   

中央病院が代表的な医療機関である。  

3 推薦した2病院の特色について  

（1）国立病院機構沼田病院   

ア 病院内に腫瘍診療センターを設置し、各科のがん専門医、看護師、コメデ  

ィカルスタッフ（薬剤師、放射線技師、検査技師、栄養管理士）でチーム医  

療を行う体制を構築している。   

イ がん治療は、肝・胆・膵等の消化器難治がんを主体として、胃がん、大腸  

がん、乳がん、内分泌がん等についても集学的治療を実施している。   

り 医療圏内において唯一ライナックを有し、外科的治療のみならず、放射線  

治療・化学療法を積極的に実施している。   

エ セミオープンシステムを導入し、地域医療需要の高度複雑化に対処するた  

め、病院の医療設備の一部を職員以外の地域医師が利用し、沼田病院医師と  

の連携のもとに診察、研修に当たり、医師の生涯教育の促進を図るとともに、  

地域医療供給体制の向上発展に寄与することを目的とする体制を構築してい  

る。   

オ 僻地医療拠点病院の指定、災害拠点病院の指定を受け、戦前から地域に根  

ざした基幹病院として自治体との連携体制が強化されてきている。  
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（2）利根中央病院について   

ア クリティカルパスが特に充実し、さまざまな合併症に対応できるよう循環  

器、呼吸器、腎臓、糖尿病の内科専門医との連携が図られ、院内のマネージ  

メント体制が確立している。   

イ 看護師4名、薬剤師3名、臨床心理士1名、そして医師2名による緩和ケ  

アチームが平成15年11月に設立され、緩和ケアの専門教育を受けたスタ  

ッフとして、患者の心身両面のケアにあたっている。   

り 肺がん等の手術において、．鏡視下手術を実施している。診断がはっきりし  

ない肺の影に対しても鏡現下手術による生検を実施し、専門外来も行ってい  

る。   

エ 相談支援体制は、相談支援室内に専任のMSWを配置し、個別相談にあたると  

ともに、地域連携室を併設し、地域医療機関との連携体制を構築している。  

4 推薦した2病院の病院機能の分担について  

（1）国立病院機構沼田病院は、医療関係者に対する専門機関として、あるいは行   

政との密なる連携体制を築いた基幹病院としての機能を受け持っている。  

同病院は、前述のように、専門的な機関としての腫瘍診療センタ」を設置し、   

群馬県立がんセンタナをはじめとした専門施設とのネットワークの構築に着手  

しながら、それをセミオープンシステムの中で、医師に対する研修や資質の向   

上等地域医療の向上に寄与する体制づくりを進めている。  

（2）利根中央病院は、全科にわたって多くのがん症例を扱いながら、地域に密着  

した医療機関として主軸的な地域医療機関の機能を果たしている。  

同病院は、地域連携室において、症例検討会を定例化し、より具体的な臨床   

事例を扱いながら、地域医療関係者との相互補完的な地域医療を実践し、紹介   

や逆紹介のいずれも実績を積んできている。   

以上のような地域事情、医療機関の整備状況、2病院の特色及び機能分担、更に  

は隣接医療圏（吾妻保健医療圏）からの住民の受診等の現状も踏まえ、1医療圏で  

2病院を推薦するものである。  
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推薦意見書   

がん診療連携拠点病院の新規指定にあたりましては、次のとおりの考え方及び手順で推薦  

病院を選定いたしました。  

1．地域がん診療拠点病院のネットワークづくり（別記ネットワーク図参照）   

○ 本県が、がん克服のための総合戦略として平成17年3月に策定した「がんへの挑  

戦・10か年戦略」では、「地域がん診療拠点病院のネットワークづくり」を重点項目  

の一つとして掲げ、県内のがん医療の中心となる基幹がん診療拠点病院（県立がんセ  

ンター）と地域のがん医療の中心となる地域がん診療拠点病院の二層構造でがん診療  

体制を整備することとしている。  

＜整備数＞平成17年3月現在2か所→12か所   

○ 基幹がん診療拠点病院と地域がん診療拠点病院のネットワークを整備し、県内大学  

病院の協力を得ながら、最新のがん医療に関する情報交換や症例研究等による人材育  

成を推進することとしている。  

2 地域がん診療拠点病院の選定要件、指標及び判断基準  

神奈川県生活習慣病対策対策委員会において、次のとおり本県独自の要件及び指標を   

定めており、これらを満たす痛院を選定している。   

（1）要件  

地域がん診療拠点病院は、地域においてがん医療の中心となっている病院が担うこ  

とにより、地域がん医療の向上に向けた役割を十分に発拝することが期待できる。  

このため、国指定要件を満たすとともに、次の指標を満たす地域がん医療の中心と  

なっている病院を選定する。   

（2）指標  

ア がん医療実績数が多い  

イ 地域の医療格関との連携件数が多い   

（3）判断基準  

ア がん登録  

神奈川県悪性新生物登録事業（地域がん登録）又は院内がん登録の登録件数が政令  

指定都市域隼所在する病院にあっては500件以上、その他の市町村域に所在する病院  

にあっては250件以上の登録があった病院を候補とする。  

イ 地域医療連携  

地域医療支援病院、特定機能病院等の病院を候補とする。  

ウ 病院の意向 

積極的な意向がある病院を候補とする。  

エ 地域バランス  

各二次保健医療圏ごとに各1か所程度の指定を目指す。  

3 推薦の決定  

知事を本部長とする神奈川県がん戦略推進本部会議（平成18年3月30日開催）にお   

いて、国の指針に基づく事前調査及び推薦書の記載内容から、国及び県の要件を満たし   

ていると考えられる次の5病院を推薦することを決定した。  
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（1）横浜市立市民病院  

（2）川崎市立井田病院  

（3）横須賀共済病院  

（4）相模原協同病院  

（5）小田原市立病院  

4 県立がんセンターと横浜市立市民病院について  

横浜西部二次医療圏については、既に県立がんセンターが地域がん診療拠点病院に指   

定されている（平成14年12月指定）が、次の理由により、同一二次医療圏内の横浜市   

立市民病院を推薦した。   

○ 本県のネットワークでは、県内のがん医療の中心となる県立がんセンターは基幹が  

ん診療拠点病院に位置づけ、都道府県がん診療連携拠点病院を目指すこととしており、  

地域のがん医療の中心となる地域がん診療拠点病院（横浜市立市民病院）との役割分  

担によりがん診療体制を整備するものである。   

○ 横浜市立市民病院は、横浜市立病院経営改革計画において地域がん診療拠点病院の  

指定を目指す旨位置づけられている。   
○ 横浜西部二次医療圏内の人口は1由万人を越えており、全国の二次医療圏の平均と  

比較して3倍以上の人口である。   

○ 県立がんセンターは都道府県がん診療連携拠点病院を目指しており、横浜西部二次  

医療圏を越え、全県を対象とした患者を受け入れていることに加え、県立がんセンタ  

ーは相模鉄道沿い、横浜市立市民病院は横浜市営地下鉄沿いにあることから、医療圏  

内の患者の受療動向も別れている。  

※ 平成18年4月1日以前の決定事項については、決定時点での名称で記載した。  

【基幹がん診療拠点病院と地域がん診療拠点病院のネットワーク図】  

※ 特定機能病院：高度な医療を提供、評価、開発、研修することができる病院   

神奈川県内の特定機能病院は、北里大学病院、聖マリアンナ医科大学病院、東海大学   
医学部付属病院、横浜市立大学附唇蓼院の4つの大学病院   



（別 紙）  

神奈川県 2次医療圏の概要  

1．圏域図  

2．概要  

（平成18年1月1日現在）  

医療瑠名   面積（kボ）   人口   人口割合（％）  人口密度  病院数   
がん診療連携拠点病院  

既指卑病院数  今回線素病院嶺   計   

横浜北部   1一丁．06   1，ヰ45，606   16．4  8，164．5   51   0   0   0   

横浜西部   138．20   1．081．糾0   12．3  7．826．8   50   2   

横浜南部   ほ1．87   1，057．182   1之．0  8．674．7   早7   0   0   0   

川崎北部   78．7ヰ   770．078   8．7  9J80．0   19   0   0   0   

川崎南部   63．96   559，691   8．4  8．750．8   26   0   

横須賀・三浦   208．83   736．585   8．4  3．561．3   33   0   

湘南東部   118．64   67之．581   7．6  5．669．1   23   0   

湘南西部   253，22   591，089 6．7  2．334．3   22   0   0   0   

県 央   292．81   823．659   9．4  2，812．9   36   0   0   0   

県 北   328．85   70乙078   8．0  2．134．9   ユ5   0   

県西   835．29   360，750   4．1   567．9   25   0   

計   2415．47   8．800．985   100  35757 2   5   7   

注1）一人口割合」欄は、県全体の人口に対する圏域ごとの割合を記入すること。  

注之）ー人口密度J欄は、各区癌周ごとに、人口／面積（k鵬）（小数点以下幕2位四捨五入）により算出した数値を記入すること．  

注3）ー病院数J槻lま、拠点爵院以外の病院も含めた数を記入すること．  
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地域がん診療連携拠点病院の推薦について  

Hl臥6．6 新潟県  

● ニ次医療圏で複数の病院を推薦する考え方   

① 新潟圏域（新規2病院、既存1病院、計3病院）  

新潟．圏域、下越圏域、佐渡圏域、県央圏域の一部を3病院で対応   

② 中越圏域（新規2病院）  

中越圏域、魚沼圏域の一部、県央圏域の一部を2病院で対応   

③ 上越圏域（新規2病院）  

上越圏域（旧糸魚川圏域を含む）、魚沼圏域の一部を2病院で対応  

・・－■・岬■…－●●・■－ ・・叫－・ 
・・・ ・■●・ ■●  

● 新潟県の二次医療圏数   

13圏域⇒ 7圏域（H18．4～）  

・・・・ ・・・一画  
．．t  

♂事島   
－－●  

■●  

（平成18年4月1日現在）  

がん診療連携拠点病院  

医療 国名  面積 （krボ）  人口  人口 割合 （％）  人口 密度  病院 数          既指定 病院数  今回推薦 病院数  計   

下越  2．319．7  2之9．106  9．4％  98．8  15   0   0  0   

新潟  2．223．6  932．49之  38．4％  419．4  54   2  3   

県央  811．5  284．074  11，7％  350．1  叩   0   D  0   

中越  1．352．1  388．022  16．0％  287．0  18   0   2  2   

魚沼  2．856．3  234，56之  9．6％  8之．1  18   0   0  0   

上越  乙164．4  295．756  12．2％  136．6  18   0   2  2   

佐渡  855．1  6丁．384  2．8％  78．8  6   0   0  0   

計  12．582．6  乙431．396  100．0％  193．2  140   6  丁   

（人口は、平成17年国勢調査速報による）  
（端数処理により、各医療圏の合計と計欄が一致しない場合がある）  

長岡中央結合病院  

【参 考】   

○ 新潟県健康福祉ビジョン（抜粋）   

県民に質の高いがん医療を提供するため「都道府県がん診療連携拠点病院」   

として県立がんセンター新潟病院を整備し、これと連携する「地域がん診療連   

携拠点病院」を主たる二次医療圏域ごとに撃嘩します。  

○ 地域保健医療計画（抜粋）   

地域がん診療連携拠点病院の複数化を進めるとともに、地域ごとに関係機関  

が連携して診断・治療機能の充実を図り、将来的には、主たる  医療圏  

担ごとに拠点病院を1か所程車型琴L、ネットワーク化に取り組みます。   



がん診療連携拠点病院の新規指定に係る推薦意見書  

山 梨  県  

1 がん診療連携拠点病院候補の選定  

次の考え方等により、がん診療連携拠点病院候補の選定を行った。  

（1）がん診療連携拠点病院整備に関する本県の基本的考え方  

本県におけるがん医療提供体制の一層の充実を図るため、積極的にがん  

診療の拠点となる病院の整備を進めてい＜こととし、地域がん診療連携拠   

点病院については、本県のがん医療の均てん化を図ること、院内がん登録   

の実施による、地域特性を踏まえた予防、治療に取り組むこと等の重要性   

に鑑み、指定要件を満たしている病院を二次医療圏（※）に1カ所、又、   

都道府県がん診療連携拠点病院については1カ所整備することを目指す。  

※本県における＝次医療圏：中北、峡棄、峡南、富士・棄却の計4医療圏  

（2）選定の基準  

必須事項である指定要件を充足している、若しくは確実に充足する見込   

みのある病院について、充足することが望ましいとされる要件の充足状況、   

がんの入院患者数、がん診療に携わる医師数、がんの手術件数等を総合的   

に勘案し選定する。  

（3）外部意見の聴取  

① 医療を提供する立場にある者、② 医療を受ける立場にある者、③   

■学識経頭書、から構成される「◆山梨県がん診療連携拠点病院評価選定委   

員会」を設置し、意見を伺う。．  

2 推薦に当たっての意見  

下記の理由により、推薦することが適当であると判断した。  

（1）地域がん診療連携拠点病院  

〔山梨大学医学部附属病院〕  
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○ 必須事項である指定要件を充足している、若しくは確実に充足する見込み   

である。  

○ 特定機能病院として、診療体制の水準は高く、研修体制、情報提供体制等   

も十分確保されている。  

○ がんの入院患者数、手術件数等の実績は、中北医療圏の他病院と比較して   

最も多い。  

〔山梨厚生病院〕  

○ 必須事項である指定要件を充足している、苦し＜1ま確一実1己充足する見込－み－▲－   

である。  

○ 緩和医療に関して、地域のかかりつけ医との連携こ、共同診療を実施してい   

るとともに、1「医療連携室」を通じて地域医療機関との達携を行うなど、連   

携体制が十分確保されている。  

○ がんの入院患者数、手術件数等の実緯は、峡棄医療圏の他病院と比較して   

最も多い。  

〔富士吉田市立病院〕  

○ 必須事項である指定要件を充足している、若し＜は確実に充足する見込み   

である。  

○ 同病院が位置する富士・棄却医療圏内の住民は、日常生活や受療行動等の   

面で他の医療圏への依存度が低いため、がん診療を含め、地域との医療連携   

を積極的に推進しており、特に、今年度は●、「地域医療連携室」の体制を嶺   

化していくこととしている。  

○ がんの入院患者数、手術件数等の実績は、富士・乗部医療圏の他病院と比   

較して最も多い。  

（2）都道府県がん診療連携拠点病院  

〔県立中央病院〕  

○ 必須事項である指定要件を充足している、若しくは確実に充足する見込み   

である。  
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○ 県内唯一の3次救急医療を担うとともに、基幹災害拠点病院、総合周産期   

母子医療センターの機能を備えており、本県の基幹病院として、他の医療機   

関と連携しながら質の高い医療を提供している。  

○ 又、平成17年3月に開院した新病院は、診断から治療まで一貫したシス   

テムのなかで、常に最新かつ専門的ながん診療機能が整備されているととも   

に、末期がん患者等のために緩和ケア病棟が設置されている。  
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（別添）  

山梨県 2次医療圏の概要  

1．圏域国  

2．概要  

医療包名  面槙（kポ）  人ワ  人口割合㈲  人口密度  病院数   
がん診療蓮挑拠点病院  

既指定病院数  今回推薦病院  t十   

中北   1．‡35．99  ヰ67．833   53．1  350．0   33   0   

峡東   丁55．80  148．70ヰ   16．9  198、8   1ヰ   0   

岐南   1．0糾．24  ¢5．ヰ舛   丁．ヰ  61．5   8   ○   ○   0   

富士・支部   1．809．34  1的．156   2乙¢  15乙1   8   0   

小計   ヰ．ヰち5．3丁  880．帥7   10D．0  19丁．3   61   0   3   

山梨県（8次医療周）  ○   

合計  D   4  ヰ   

（注）苛硬：国土交遣省国土地理院「平鹿1之年全国都道属県市区町村別面積訊J  
（注）人口：平成18年3月未  
（注）病院数こ平成18年3月末現在  
（注）一人口割合」欄は、県全体の人口に対する圏域ごとの割合  
（注）一人口密度J塀lま、各区痕惚ごとに、人口／面積（kボ）（小数点以下貰2位四捨五入）により露出した数値  
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（別 紙）  

岐阜県 2次医療圏の概要  

1．圏域図  

2．概要  

（平成18年4月1日現在）  

がん診療連携拠点病院  
医療圏名  面積（kポ）  人口  人口割合（％）  人口密度  病院数  

既指定病院数  今回推薦病院  計   

ぎふ  

岐阜医療圏   994．11  800．619   38．1   805．4   43   2   1 3 

せいのう  

西濃医療圏   1，413．70  391，135   18．6   276．7   17   

ちゆうのう  

中濃医療圏   2．454．87  388，379   18．5   158．2   21   

とうのう  

東濃医療圏   1，538．26  357．382   17．0   232．3   15   

ひだ  

飛騨医療圏   4．181．26  164，341   7．8   39．3   12   

計   10．595．75  2，101，856   100．0   198．4   108   6  7   

注1）「人口割合」欄は、県全体の人口に対する圏域ごとの割合を記入すること。  

注2）「人口密度」欄は、各医療圏ごとに、人口／面積（kポ）（小数点以下第2位四捨五入）により算出した数値を盲己入すること。  

注3）「病院数」欄は、拠点病院以外の病院も含めた数を記入すること。  
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がん診療連携拠点病院の新規指定に係る推薦意見書  

1本県におけるがん対策  

がんは、昭和53年から本県の死亡原因の第1位となり、その笹も増加する傾向にあることか   

ら、昭和G2年鹿から、「推進体制」r予防・教育啓蒙」「検診J「医療」「研究」「倍報」の6本の  

柱からなる「ひょうご対がん戦略」（昭和62年慶一平成象年度）を稔合的に推進してきました。   

平成9年度からは、「働き盛りのがん対策とがん患者のQOLの向上」に重点を置いた「新ひ  

ょうご対がん戦略」（（平成9年庄一平成柑年度）を宋定しました，平成13年度に行った前期   

5か年の成果と課題の検証結果を踏まえ、平成14年度から「新ひょうご対がん戦略」後期5か  

年の施罪展開を因っています．（（別添1）「新ひようご対がん戦略推進施策体系」参照）  

2 本県の「がん医療システム」  

（り本県の2次保健医療圏域  

住民の生活尚、行政や保健医療団体の区域、中核的な医療機関の分布、患者の受診状   
況なざを稔合的に勘案して、本県の2次保健医療周域については、次の10の圏域に設定   

しています。（別添2）「2次保健医療圏噸と構成市群」参照）  
圏域名   人  口   面  積   診療所数   

神 戸  1，526．844人（27．3％）   552．02km之（6．6％）   1，566（32＿0％）   

阪神南   1，020，784人（18．3％）   167．6血2（2．0％）   1．0亜（21＿4％）   

阪神北   714，170人（12．8％）   480．98bnヱ（5．7％）   547（11＿2％）   

東播磨   718，080人（12．8％）   266．20kmヱ（3．2％）   523（10．7％）   

北播磨   291，260人（5．2％）   896．66kmZ（10．7％）   208（4，a％）   

中播磨   578，266人（10．3％）   804．76km2（9．6％）   441（9．0％）   

西播磨   285，701人（5．1％）   1．627．53km2（19．4％）   190（乱9％）   

但 馬   190，642人（3．4％）   2，133．50km2（25．a％）   1a8（2．8％）   

丹 波   115，597人（2．1％）   870．89km2（10．4％）   86（1．8％）   

淡 路   150，767人（2，7％）   595，84km2（7，叩‘）   144（2．9％）   

合 計  5，592，111人（100％）   8，394．92km2（100％）   4、891（100％）   

（嵩1〉（）内は県内の割合  

（※2）人口及び面積は、平成18年3月1日兵庫県推計人口（兵庫県企画管哩部管理局統  

計艶作成）  

（※3）診療所数は、平成18年度診療所政調（兵庫県健康生活部健康局医務親作成）  

（2）がん医療システム  

本県のがん医療システムについては、兵踵県傑儲医療計画（平成13年兵庫県告示第582   

号の40）に基づき、平成14年4月30馴こ、「がん医療システム整備指針」（以下「指針」と   

いう。（別添3）参照）を策定しました。   
この指針は、良質で効果的・効率的な医療供給体制を整備するた桝こ策定したもので、国の  
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「地域がん診療拠点病院」の指定要件と同等以上の水準です。（（別添4）「がん匪痩システム整  

備指針」と「地域がん診療拠点腑院」の指定要件比較表）参照）   

平成14年庶以降今日まで、次の医療機関（以下「がん医療システム支捜病院」．上いう．）を  
選定しています．  

「がん医療システム支援病院」  

圏域名   医療機属名   

阪神鵬  兵庫医科大学病院   

仮神北  市立伊丹病院  

近畿中央病院   

鱒播磨  県立成人病センター  

県立加古川病院   

北播磨  市立西脇病院  

三木市民病院  

市立加西病院   

圏域名   医療機瀾名   

中播磨  新日銭広畑病院  

国立病院機構姫題贋磨センター  

姫路赤十字病院．  

姫路聖マリア病院   

西播磨  赤穂市民病院   

但 馬  公立豊岡病院  

公立八鹿病院   

丹 波  県立柏原病院   

淡 路  県立淡路病院   

．3 「がん参療運換地点病院」の整備及び推薦  

（1）「がん診療連携拠点病院Jの童偏に関する本県の方針  

「がん診療達哉拠点病院」の整備を通じて、賀の高いがん医療体制の確保や、地域の匠癌   

性開との診頻連携の推進及び患者等に対する相談支援機能の強化を促し、このことががん死   
亡率を低減させ、がん患者のQOLの向上につながるという観点から、「がん診療連携拠点病   

院」の整備を全圏域で進めることとし、変更後の兵庫県保健医療計画（平成l各年兵庫県告示   

第418母のほ）にも、その旨を明記しました。（（別添5）「兵庫県保健医療計画（平成18年   

兵庫県告示箔418号の12）抜粋」参照）  

（2）「がん診療連携拠点病院」の新規指定に係る推露病院   

「がん診療連携拠点病院の盤備に関する指針」には、「地域がん診療連携拠点病院にあって   

は、2次医療圏に1カ所程度」帝僻することとしています。  

本県としては、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しくそのがんの据酎こ応じた   
適切ながん医療を受けることができるためには、次の理由により、できるだけ多くの病院を   

指定する必盟があると考えます。  

○ いわゆる総合病院のほかに、がん医療の専門性を高めた病院（イメージ：00がんな   

らばA病院が専門、△△がんならばB病院が専門）のうち「必須措定要件」をすべて満   

たす病院も推薦した上で一定水準を上回る病院学できる限り多く指定されることが、県   

民にとって目に見える形でがん医療システムが理解され、県民のがん医療に隣する安心   

の確保につながる。  
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0 2次保健医療圏域の全国平均人口が約35万人に対して、本県の2次保健医療圏域には   

人［I】00万人を越える圏域が複数あるなど、全国平均に比べて人口の多い圏域が多い。   

また、面檻についてもーつの圏域で本県の4分の1以上を占める圏域がある．  

2次保健医療困域の人口、診療所数が多い圏域とそうでない圏域、あるいは、2次保   

健医療圏域の面積の広い圏域とそうでない圏域とでは、拠点病院にとって「地域の医療   

機関への診究支援や病癖連携・病診連携の体制の構築」や、「かかりつけ医を対象とした  

研修の葉風等に大きな蓋を認めぎるをえない。2次保健医療圏域の規模に応じて複数   

の医療機関を措定することによって、その宝を是正すべ普である。  

○ 尼崎市（阪神南圏域）をはじめ神戸市（神戸圏域）、伊丹帝（阪神北岡域）、明石市（束   

播磨風域）、姫路市（中播磨圏域）などは、石掛こよる健康被害に関する医療相談が今後、   

増大すると予恕されるため、これらの圏域七は、対応できる医療機周を複数措定すべ普   

である．   

以上の理由から、多くの医療機関を推薦することとなりますが、この中からで普るだけ多  

くの医療機関をご指定くださいますようお観いします．   

なお、「都道府県がん診録連携拠点病院」については、「がん診措連携拠点病院の整備に関  
する指針」のとおり1カ所を推薦します，（（別添6）「がん診療連振拠点病院ヒ係る推薦病院  

一覧（兵庫県）」参照）  
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（別紙）  

兵庫県 2次医療圏の概要  

1．圏域図  

蓮矩き粧  

蠣抽：±：±‡二：：：：±  

中播磨  
圏 域  

訪日拠広畑痍  
絶島赤十字銅鏡  
申立庵托医療センター  
姫島聖マリア病態  

神 戸 圏 域  

ぜ？  取立榊戸匿緻センター  
甲南病院加古”  
県立成人病セン  
高砂市民病院  

生金具年取病儀  
兵庫長胴大学病  
市立中央病陰  
市立芦丘病院  
県立尼崎病院   

社会保農榊声中央病院  

市立中央市民病儒 神戸繊満会ホ快 神戸朝日痛快  
神戸大草匿拳t日射昆病院  ■  

甲南病陳   
杜絶含病l亮  
盲病院  
川嶋病院  
隈病院  

2．概 要  
（平成18年3月1日現在）  

医療圏名  面積（kmう   人口   人口割合（％）   人口密度   病院数  がん診療連携拠点病院        匿檎定鏑院艶  ◆阻推tホ篤t  モ十   

乙765．9   107   0   1ヰ   14   
8．089．1   5之   0   5   5   

1．484．8   3ヰ   0   4   4   

主格磨   266．20   718．080   12．8   乙697．5   41   0   8   6   

北播磨   895．58   291ヱ60   5．2   325．2   21   D   3   3   

中経藍   8D4．78   578ヱ68   10．3   T18．6   41   8   4   4   

162†．53   285．－01   5．1   1－5．5   24   0   

2133．5D   190．842   3．4   89．ヰ   14   0   2   2   

こ  三1  8？0．89   115．591   2．1   132．1  8   0   

595，84   150．767   之．1   253．0   12   0   b   
舌十   8ユ94．92   5，59乙111   100．0   686．1   354 1 0   41   41   

注1）「人口  割合」摘は、県全体の人口に対する圏域ごとの割合を記入すること。   

注2）ー人口密度」楠は、各区療圏域ごとに、人口／面積（km2）（少数点以下第2位四捨五入）により算出した数値を記入すること  
注3）「病院軌槻t享、拠点病院以外の病院も含めた数を記入す雪女   



（別 紙）  

和歌山県 2次医療圏の概要  

1．圏域図  

※所属する2次医療圏が分かるよう、がん診療連携拠点病院名を記載すること。  

別添圏域図のとおり  

2．概要  

（平成17年3月31日現在〉  

医療圏名  面積（kr巾  人口  人口割合（％）  人口密度  病院数   
がん診療連携拠点病院  

既指定病院数  「回推薦病院●  計   

和歌山保健医療   ヰ38．40  458，889   43．0  1」04（；．7   49   

那賀保健医療圏   287．Dヰ  121．197   11．4   453．9   9  

橋本保健医療圏   483．24  10D，了44   9．4   217．5   7  

有田保健医療圏   4了4．83   85，905   8．1   180．9   6  

御坊保健医療圏   578．95  72．487   6．8   125．2   4  

田辺保健医療圏  1．378．00  14之．070   13．3   103．2   9  2   2   

新宮保隠医療圏  1，12了．08  85．8ヰ2   8．D   76．2   9  

計   4．丁25．54  1．067，114   100．0   之25．8   93   2   3   

注1）「人口割合」楠は、県全体の人口に対する圏域ごとの割合を記入すること。  

注2）「人口密度J揮は、各医療圏ごとに、人口／面積（kポ）（小数点以下貫之他日捨五入）により算出した数値を記入すること。  

注3）「病院数j棉は、拠点病院以外の病院も含めた数を記入すること。  
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〔二次保健医療圏〕  

別添  

和  歌山医療センター  日本赤十字社  

（今回推薦）  

平成17年3月31日琴   35  



地域がん診療連携拠点病院の整備に関する  

追加照会事項についての回答（メモ）  

和歌山県   

1 一つの医額固から2病院を推蕗することの必要性について  

本県には7つの二次保健医療圏あるが、人口規模や医療資源は和歌山保健   
医療圏に集中しているため、県としては既存の二次保健医療圏の枠にとらわ   
れず、県全体を見据えて広域的観点に立って、がん診療連携拠点病院を配置   
していく必繋があると考えている。   

今回推詣する2病院は、がん診療について取り扱うがんの種類等が互いに  
補完的関像にあり、また所在する田辺保健 
カバーしていく必要があるという観点から推薦するものである．  

2 隣接する他の岡城の匠蝶機関からの申請について  

今回申請のあった医療機周は、所在する田辺保健医療圏のがん患者以外に、   

隣接する御坊保健医療圏及び新宮保健医療圏からの患者も広く受け入れてい   

る。   

御坊保健医療圏及び新宮保健医療圏において、地域医療の中核となる医癌   
機関はあるが、いずれもがん診療扱能が充夷しておらず、がん取扱患者数も   
非常に限られているため、現時点ではこれらの医療機関からの申請は見込め   

ない。  

3 娘拠点病院の整備について  

県立医大を含めて、和歌山市内にがん診療機能が充夷した病院が複数ある   

ので、今後協続の上、18年10月●未までに県拠点病院としての推薦を目指   

したいと考えている。  
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がん診療達携拠点病院推薦書   

国の整備指針において．「地域がん診療連携拠点病院」は．二次医療圏に1箇所程  

鼠「県がん診療達携拠点病院」は，県内に概ね1箇所整備することとされています。   

本県において軋 がん医療は住民の身近なところで良質な医療サービスを提供す  

ることが必要であるとの認識に基づき，7二次医療圏全てに，「がん診療連携拠点病  

院」を整備するとともに，特に広島二次保健医療圏では地理的・機能的な要因等か  

ら「県がん診療連携拠点病院」1箇所を含む4医療機関程度を整備するよう保健医  

密計画の中で具体的に位置づける方向で考えています。   

このため．今回の推薦につきましては，がん医療専門家，関係団体等と十分調整  

したうえで，7二次医療圏全てに．「がん診療連携拠点病院」の医療機関を推薦する  

とともに．広島二次医療圏については．4医療検閲を推薦することとしましたので，  

よろしくお願いします。  

1「県がん診療連携拠点病院」について  

広島大学病院については，複数種類の踵瘍に対する抗がん剤治療を行なう機能   

を有する．「がん治療センター」を設置するとともに．県内の医療枚閑で専門的   

がん医療に携わる医師・看葦師等を対象とした研修を実施しているなど．がん   

診療に関して全県の指導的役割を担っており，痕がん診療連携拠点病院として   

推薦したところです。   

当病院については，国の都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件を十分に充   

足していると考えるため，県がん診療連携拠点病院として指定されるよう，よろ   

しくお顔いします。   

2 広島二次医療圏について   

○ 広島二次医療圏は．広島市を中心として県北の中山間地域を抱え．県の人口  

のうち約46％（人口約132万人）を占めるとともに．神奈川県とほぼ同じ  

2．502平方キロメートルを有しています。   

○ また．この圏域内には．本県のがん医療の先駆的・中核的な役割を担う中核   

病院として広島大学病院，県立広島病院，広島市民病院．広島赤十字・原爆病   

院の4医療棟閑があります。   

○ この4医療枚関については，国のがん診療連携拠点病院の指定要件を十分に   

充足していると考えられるとともに，本県の中でも．特にがん医療水準が高い   

医療機関であり．この度，推薦しました。   

○ 今後の「保健医療計画」の見直しの中で，これまでの実績等から   

・県立広島病院については，南部地域及び島しょ部  

・広島市民病院は中央部及び北部地域   

・広島赤十字病院・原爆病院は西部地域  

を主に分担し．枚能面では県立広島病院が緩和ケアの分野で，広島赤十字・原   

爆病院が血液がん治療の分野で全県を対象とした活動を担うこととしていま  

す。  
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なお，広島市民病院では．肺がん．乳がん等の外科手術件数が多く．本県の   

がん治療分野で重要な役割を担っております。  

≪県立広島病院≫  

緩和ケア科と緩和ケア支援室を有する「緩和ケア支援センター」を設置し，   

① 患者・家族．医療関係者に対する情報発信   

② 医師・看護師・福祉関係者に対する専門研修  

（平成16年9月から平成17年8月までの1年間）  

・医師研修…終了者26名  

・ナース育成研修…終了者209名  

・ナース専門研修（実践研修含む。）…終了者17名  

・ナースフォローアップ研修…終了者26名  

・福祉関係者研修‥・終了者33名   

③ 緩和ケアに関する総合相談（電話相談・個別面談）   

④ 各圏域において緩和ケアを推進する医療機関・福祉関係者等に対するア  

ドバイ一派遣（各圏域で緩和ケア推進チームの設置・運営，症例検討会等  

実施）   

⑤ デイホスピス事業（音楽療法．リンパマッサージ等含む。）   

などを実施し．全県的な緩和ケアを推進しています。  

≪広島市民病院≫  

肺がん，．乳がん等の外科手術の分野で実績があり．平成17年において  

（む 肺がん外科手術件数…236件   

◎ 乳がん外科手術件数…234件  

（診 胃がん外科手術件数…154件  

などで多くの手術を実施し．本県の外科手術分野における，がん医療水準の   

向上に努めています。  

≪広島赤十字・原爆病院≫  

血液がん分野において，全県対象の活動を行っており，平成17年度に  

おいて   

① 血液内科の入院実数…1．392名   

② 血液内科の外来抗がん剤治療件数…4．124件   

③ 骨髄移植実績…59件   

など実施し．本県のがん医療水準の向上に努めています。   

0 4医療機関については．全がん疾患に対応する「がん診療」が行えるよう，   

それぞれの横能を相互補完し，ネットワーク化を図ることにより，広島二次医   

療圏はもとより，県全体のがん医療水準の向上を目指すこととしています。  
○更に・本県の地域がん登録事業においても，県内のがん登録件数のうち．   

約半数を当該4医療機関の登録件数が占めており．がん登録事業に大きく貢献   

しています。今後も，「がん診療連携拠点病院」の指定により，引き続き登録事   
業の中核を担うことが期待されています。  

○ 以上のように，本県がん医療水準の向上のため，当該4医療機関は必要不可   

欠であることから，全てが指定されるよう特段の御配慮をお願いいたします。  
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3 広島二次医療圏を除く各二次医療圏   

○ 本県では「保健医療計画」の見直しの中で，広島二次保健医療圏を除く6  
医療圏については，それぞれ1箇所程度，整備することで考えています。   

○ 本県は広大な面積を有する中山間地域を多く抱えており．特に備北二次医療  

臥ま，圏域面積が東京都とほぼ同じ2，b25平方キロメートルで本県の面  

積の約24％を占め，医療資源の比較的乏しい地域であり．他圏域への交通  

アクセスも悪く，圏域内の身近な医療機関で質の高いがん医療を受けること  

が求められています。   

○ このため，今回．広島二次医療圏を除く各二次医療圏については，1箇所ず  

つ推薦をしたところです。   

○ 今後も．これらの医療検閲については．県及び県がん診療連携拠点病院を含  

む広島二次医療圏の4医療機関が連携を密にし，適時指導を行うことで，  

更なるがん医療水準の向上を図っていくこととしています。   

○ つきましては．住民が身近なところで良質な医療サービスを受けられるよう，  

広島二次医療圏以外の圏域に全ての医療機関が指定されるよう．格別の  

御配慮をお顔いいたします。  
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（別添）  

広島県2次医療圏の概要  

1 圏域図  

ニ次保健医療圏・ニ次救急医療圏  

2 概要  

（平成18年5月12日現在）   

面積くkポ）   
病嘩数  

医療圏名  
がん診療連携拠点病院  人口（人）  

人口割合（％）  人口密度   17．3．31  
16．3．31現在  現在          既指定南院政  今回推薦病院数  ‡十   

広  島   2．502   1，312，582   45．丁   524．6   103   0   4  

広 島 西   568   148．654   5．2   261．7   14   ○   

呉   454   281，366   10．0   633．0   35   0   

広島中央   797   22l，448   7．7   277．8   21   0   

尾   1，0糾   2了2，583   9．5   263．6   26   0   

福山・府中   1．096   520，934   18．Z   4了5．3   53   0   

備  北   2，025   105．的0   3．7   52．3   0   

計   8，476   2．869，555   100．0   338．6   263   0   10  

法り「人口  Jは，、 の人口に、る ご の。合 己入   
注Z）「人口密度軌は・各医療圏ごとに・人口／面積（kポ）（小数点以下第2位四捨五入）により算出した数値を記入  

注3）「病院数」欄は，拠点病院以外の病院も含めた致を記入（一級診療所等は除く。）  
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推薦意見書  

高知県  

1都道府県がん診療連携拠点病院として推薦する医療機関   

高知大学医学部付属病院   

2 推薦理由   

高知大学医学部付属病院は年間約2，700人の悪性新生物入院患者（同病院   

入院患者の約35％）の診療を行っている。   

同病院は、本年4月にPETセンターを開設するなど、がん診療機能の充実   

に向け積極的に取り組んでおり、別添新規指定推薦書の通り、本県における   

がん診療の中 心的な役割を果たす医療機関として、都道府県がん診療連携拠  

点病院の指定を受けるにふさわしい診療体制、研修体制、憶報提鋲体制を備   

えていると考えられる。   

なお、今回の推薦にあたり、平成18年4月25日に開催された高知県医療   

審議会に意見を求ゆたところ、同院を都道府県がん診療連携拠点病院七して  

推薦することが垂ましいとの内容で意見が一致した。  
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高知県 2次医療圏の概要  

1．圏域図  

2．概要  

平成18年3月1日現在   

医療圏名  面積  人口割合  がん診療拠点病院  

（拉㌔）   （％）   既指定病院  今回推薦病院数   計   

安 芸   u盟盟   57β斑）   7．：犯   5L3   8   0   0   0   

中 央   3，∝粗75  均182   71β9   189、2   1（6   1   2   

高 幡   1，∠幻5ノ姐   65，946   8．31   469   8   0   0   0   

幡 多   1，張1潔）  1〔札851   1且70   弘6   三犯   0   0   0   

計   7，m5上）1  793，∝D   1（D．0   皿7   142   1   2   
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18高医薬第650号  

平成18年7月7日  

厚生労働省健康局総務課  

がん対策推進室長  様  

高知県医療薬務課  

がん診療連携拠点病院の指定推薦について  

このことについて、下記のとおり回答いたします。  

1．がん診療連携拠点病院が、1医療圏内に2カ所となること  

高知県には、4つの医療圏がありますが、人口も医療資源も高知市を中心とする  

中央医療圏に集中しています。  

このため、がん診療の核となりうる可能性のある医療機関が、県西部の幡多医療  

圏には1カ所あるものの、残る2医療圏には存在しません。  

この2医療圏をカバーする必要があるため、中央医療圏内に2カ所の診療連携拠  

点病院を整備しようとするものです。  

2．がん登録、腫瘍センター、緩和ケア体制の実施、整備の時期について  

このことについては、別添のとおり大学病院から提出があり、下記のとおり確認  

しました。  

（1）がん登録  

平成19年1月に更新を行う総合医療情報システムにより開始  

（2）腫瘍センターの設置  

7月末日までに設置  

（3）緩和ケア体制  

7月末日までに設置  
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（机奉）  

推薦意見書   

熊本大学医学部附属病院は、診療、教育、研究の3つの役割があり、地域の拠点病院  

を取りまとめ、研究教育の立場から拠点病院をリードする立場と位置付けられ、地域が  

ん診療連携拠点病院の整備に関する指針における指定要件を満たしていると認められま  

す。   

また、平成1・8年3月に学識関係者や利用者代表等で構成される熊本県がん診療連携  

拠点病院推薦検討委員会を開催し、同病院を熊本県がん診療連携拠点病院として推薦す  

ることの承認を受けております。   

特に、同病院は、平成17年8月に熊本県におけるがん治療水準の向上を包括的に行  

うことを目的に「熊本がん治療フォーラムJを設立し、各科横断的な方向性を持ったが  

ん治療の確立、全国学会が推進するがん治療専門施設の認定や腫瘍医の育成、熊本県下  

のがん診療従事者への全国学会や治療に関する情報提供等を推進するととも一に、がん専  

門医の確保に努め、県域の「がんセンター」としての役割を担う取組みを進めています。   

このような取組みを活かし、熊本県におけるがん医療水準の均てん化を実現していく  

ためにも、熊本大学医学部附属病院を熊本県がん診療連携拠点病院として指定すること  

が妥当であると認められます。  

平成18年4月18日   

熊本県知事 潮谷 義子  
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（別 紙）  

熊本県 2次医療圏の概要  

1．圏域図  

別添のとおリ  

・2．概要  
（平成18年4月18日現在）  

医療圏名  面積（kポ）  人口  人口割合（％）  人口密度  病院数   
がん診療連携拠点病院  

既指定病院数  今回推薦病院  計   

熊本   26了．08  669，541   36．3  2506．9   89   之   

宇城   463．之4  1ヰ0β10   了．6   304．2   19   0   0  0   

有明   421．22  1†3．931   9．ヰ   412．9   12   0   0  0   

鹿本   365．ヰ8  88，500   4．8   242．1   10   0   0  0   

菊池   ヰ66．49  165．046   9．0 353．8   16   0   0  0   

阿蘇   1079．26  了0．351   3．8   65．2   6   0   0  0   

上益城   78ヰ．03  89．761   4，9   114．5   13   0   0  0   

八代   713．51  150．118   8．1   210．4   14   0   0  0   

芦雅   43D．55  ・55．385   3．0   128．6   10   0   0  0   

球磨   1537．71  100．689   5，5   65．5   13   0   0  0   

天草   876．09  13了，908   7．5   15†．ヰ   19   0   0  0   

計   了404，6＄  1．84乙140  221   1 2 

注1）ー人口割合」掃は、県全体の人口に対する圏域ごとの割合を記入すること。  

注之）「人口密度」欄は、各医療圏ごとに、人口／面積（kポ）（小数点以下第2位四捨五入）により算出した数値を記入すること。  

注3）「病院数」欄は、拠点病院以外の病院も含めた致を記入すること。  
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（富・j帝）  

熊本県における二次医療圏域図  
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（別 紙）  

鹿児島県 2次医療圏の概要  

1．圏域図  

別添のとおり   

2．概要  

（平成 年 月 日現在）  

医療圏名  面積（kn†）  人口  人口割合（％）  人口密度  病院数   
がん診療連携拠点病院  

既指定病院数  今回推薦病院  計   

鹿児革保健医療   679．04  605．522   34．54   891．了   105  2   2   

指宿保健医療圏   259．19  160，946   3．48   235．1   1ヰ  0   

南薩保健医療圏   606．06  94．892   5．41   156．6   21  0   

日置保健医療圏   364．99  85，404   4．87   234．0   17  0   

川薩保健医療圏   986．62  128，060   了．30   129．8   20  0   

出水保健医療圏   5了8．89  94，941   5．42   164．0   1 0   

伊佐保健医療圏   39乙45  31，498   1．80   80．3   6  0   

姶良保健医療圏   979．33  214．685   12．25   219．2   29  0   

曽於保健医療圏   869．63  96．473   5．50   110．9   12  0   

肝属保健医療圏  1．233．78  166，381   9．49   134．9   28  0   

熊毛保健医療圏   994．84  47．903   2．73   48．2   5  0   

奄美保健医療圏  1，239．08  126．439   丁．21   10之．0   16  0   

計   9．186．了1  1，753、144   100．00   190．8   283   0   2   2   

注1）「人口割合」痴は、県全体の人口に対する圏域ごとの割合を記入すること。  

注2）「人口密度」棉は、各医療圏ごとに、人口／面積（kr巾（小数点以下第2位四捨五入）により算出した数値を記入すること。  

注3）ー病院数」欄は、拠点病院以外の病院も含めた数を記入すること。  

※1（面積：国土交通省国土地理院「全国土道府県市区町村別面積調べ（平成12年10月1日）J   
なお．一部境界未定の市町村については．昭和62年10月1日現在の面積で計算のため，県計と各医療圏の  
積算値は一致しない。）   

2 人口は，平成1一年度国勢調査速報結果による。  
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二号；予．〕  

曽於市  
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平成18年7月  

鹿 児 島 県  

指定推薦を行ったがん診療連携拠点病院が同一の2次医療圏  

にあることについて   

がん診療連携拠点病院として指定推薦を行った鹿児島大学病院及び国立病院  

機構鹿児島医療センター（以下「鹿児島医療センター」という。）が同一の2  

次医療圏（鹿児島医療圏）に属していることについては，下記の考え方で推薦  

を行ったものである。  

記  

1 今回推薦を行った病院のうち，鹿児島大学病院は，鹿児島医療圏に属して   

いるが，県がん診療連携拠点病院として，他の2次医療圏も含めて鹿児島県   

全体のがん医療の中心的な機能を担うものであり，鹿児島医療圏を主体とし   

てがん医療を提供する鹿児島医療センターとは，その果たすべき役割が異な  

っている。  

「今回の推薦は，鹿児島医療圏にある2病院であるが，鹿児島医療圏以  
次医療圏においても，今後，指定要件の整った病院の中から推薦  

ていく予定である。  

2 鹿児皐大学病院は，鹿児島県におけるがん医療の拠点として，離島・地域   

医療連携部を設けるなど鹿児島医療圏以外の2次医療圏の患者に－も広く対応   

している。   

また，鹿児島医療センターについては，鹿児革医療圏のほか，同医療圏の   

北部に位置する姶良医療圏の患者にも対応している。  
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参考資料1  

がん対策基本法の概要  

1 目的  

○ 我が国のがん対策がこれまでの取組により進展し、成果を収めてきた   
ものの、なお、がんが国民の生命及び健康にとって重大な問題となって   
いる現状にかんがみ、がん対策の一層の充実を図るため、次に掲げる事   
項を定めることにより、がん対策を総合的かつ計画的に推進する。  

2 基本理念   

○ がんの克服を目指し、がんに関する専門的、学際的又は総合的な研究   
を推進するとともに、研究等の成果を普及・活用し、発展させること。   

○ がん患者がその居住する地域にかかわらず、科学的知見に基づく適切  
ながん医療を受けることができるようにすること。   

○ がん患者が 置かれている状況に応じ、本人の意向を十分尊重して治療   
方法等が選択されるようがん医療を提供する体制を整備すること。  

3 関係者の責務等   

○ 国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師等の責務等を定める。  

2 がん対策推進基本計画等  

○ 厚生労働大臣は、関係行政機関の長と協議するとともに、がん対策推   
進協議会の意見を聴いて、 「がん対策推進基本計画」の案を作成し、閣   
議の決定を求めること等とする。  

○ 厚生労働大臣は、関係行政機関の長に対し、がん対策推進基本計画の   
実施等について、必要な要請をすることができる。  

○ 都道府県は「都道府県がん対策推進計画」を策定する。  

3 基本的施策  

1 がんの予防及び早期発見の推進   

○ がんの予防の推進、がん検診の質の向上、がん検診の推進のために必   

要な施策を講ずる。  

2 がん医療の均てん化の促進   

○ がん専門医等の育成、拠点病院・連携協力体制の整備、がん患者の療   
養生活の質の維持向上、がん医療に関する情報の収集提供体制の整備等  
のために必要な施策を講ずる。  

3 がん研究の推進等  

○ がん研究の推進、がん医療を行う上で特に必要性が高い医薬品・医療   

機器の早期承認に資する環境整備のために必要な施策を講ずる。   



4 がん対策推進協議会  

○ 厚生労働省に、がん対策推進基本計画の策定に係る審議会等として、   
がん対策推進協議会を置く。  

○ 協議会の委員は、がん患者及びその家族又は遺族を代表する者、がん   
医療に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が   
任命し、委員数は20名以内とする。  

5 施行期日等  

○ この法律の施行期日は平成19年4月1日とする。  

○ がん対策推進協議会の設置等に閲し、厚生労働省設置法を改正し、   
所要の規定整備を行う。   



参考資料2  

がん対策基本法（平成十八年法律第九十八号）   

目次   

第一章 総則（第一条一第八条）   

第二章 がん対策推進基本計画等（第九条一第十一条）   

第三章 基本的施策  

第一節 がんの予防及び早期発見の推進（第十二条・第十三条）  

第二節 がん医療の均てん化の促進等（第十四条一第十七条）  

第三節 研究の推進等（第十八条）   

第四章 がん対策推進協議会（第十九条・第二十条）   

附則  

第一章 総則   

（目的）  

第一条 この法律は、我が国のがん対策がこれまでの取組により進展し、成果を   

収めてきたものの、なお、がんが国民の疾病による死亡の最大の原因となって   

いる等がんが国民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状にかん   

がみ、がん対策の一層の充実を図るため、がん対策に関し、基本理念を定め、   

国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにし、並びに   

がん対策の推進に関する計画の策定について定めるとともに、がん対策の基本   

となる事項を定めることにより、がん対策を総合的かつ計画的に推進すること   

を目的とする。  

（基本理念）  

第二条 がん対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。   

一 がんの克服を目指し、がんに関する専門的、学際的又は総合的な研究を推   

進するとともに、がんの予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究  

等の成果を普及し、活用し、及び発展させること。   
二 がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切   

ながんに係る医療（以下「がん医療」という。）を受けることができるよう  

にすること。   

三 がん患者の置かれている状況に応じ、本人の意向を十分尊重してがんの治   

療方法等が選択されるようがん医療を提供する体制の整備がなされること。  

（国の責務）  

第三条 国は、前条の基本理念（次条において「基本理念」という。）にのっと   
り、がん対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。  

（地方公共団体の責務）  

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、がん対策に閲し、国との連携を   
図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び   

実施する責務を有する。   



（医療保険者の責務）  

第五条 医療保険者（介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第七条第七項に   

規定する医療保険者をいう。）は、国及び地方公共団体が講ずるがんの予防に   
関する啓発及び知識の普及、がん検診に関する普及啓発等の施策に協力するよ   
う努めなければならない。  

（国民の責務）  

第六条 国民は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣が健康に及ぼす影響等が   
んに関する正しい知識を持ち、がんの予防に必要な注意を払うよう努めるとと   
もに、必要に応じ、がん検診を受けるよう努めなければならない。  

（医師等の責務）  

第七条 医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずるがん対策に協   
力し、がんの予防に寄与するよう努めるとともに、がん患者の置かれている状   
況を深く認識し、良質かつ適切ながん医療を行うよう努めなければならない。  

（法制上の措置等）  

第八条 政府は、がん対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他   
の措置を講じなければならない。  

第二章 がん対策推進基本計画等  

（がん対策推進基本計画）  

第九条 政府は、がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、がん対策の推   
進に関する基本的な計画（以下「がん対策推進基本計画」という。）を策定し   
なければならない。  

2 がん対策推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具   

体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。  
3 厚生労働大臣は、がん対策推進基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めな   

ければならない。  

4 厚生労働大臣は、がん対策推進基本計画の案を作成しようとするときは、関   
係行政機関の長と協議するとともに、がん対策推進協議会の意見を聴くものと   

する。  
5 政府は、がん対策推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に   

報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなけ   

ればならない。  

6 政府は、適時に、第二項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その   
結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。  

7 政府は、がん医療に関する状況の変化を勘案し、及びがん対策の効果に関す   
る評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、がん対策推進基本計画に検討を加え、   
必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。  

8 第三項から第五項までの規定は、がん対策推進基本計画の変更について準用   



する。  

（関係行政機関への要請）  

第十条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し   

て、がん対策推進基本計画の策定のための資料の提出又はがん対策推進基本計   

画において定められた施策であって当該行政機関の所管に係るものの実施につ   

いて、必要な要請をすることができる。  

（都道府県がん対策推進計画）  

第十一条 都道府県は、がん対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道   

府県におけるがん患者に対するがん医療の提供の状況等を踏まえ、当該都道府   

県におけるがん対策の推進に関する計画（以下「都道府県がん対策推進計画」   

という。）を策定しなければならない。  

2 都道府県がん対策推進計画は、医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第三   

十条の四第一項に規定する医療計画、健康増進法（平成十四年法律第百三号）   

第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画、介護保険法第百十八条第一項   

に規定する都道府県介護保険事業支援計画その他の法令の規定による計画であ   

って保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでな   

ければならない。  

3 都道府県は、都道府県がん対策推進計画を策定したときは、遅滞なく、これ   

を公表しなければならない。  

4 都道府県は、当該都道府県におけるがん医療に関する状況の変化を勘案し、   

及び当該都道府県におけるがん対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも   

五年ごとに、都道府県がん対策推進計画に検討を加え、必要があると認めると   

きには、これを変更しなければならない。  

5 第三項の規定は、都道府県がん対策推進計画の変更について準用する。  

第三章 基本的施策  

第一節 がんの予防及び早期発見の推進  

（がんの予防の推進）  

第十二条 国及び地方公共団体は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生   
活環境が健康に及ぼす影響に関する啓発及び知識の普及その他のがんの予防の   

推進のために必要な施策を講ずるものとする。  

（がん検診の質の向上等）  

第十三条 国及び地方公共団体は、がんの早期発見に資するよう、がん検診の方   
法等の検討、がん検診の事業評価の実施、がん検診に携わる医療従事者に対す   

る研修の機会の確保その他のがん検診の質の向上等を図るために必要な施策を   

講ずるとともに、がん検診の受診率の向上に資するよう、がん検診に関する普   

及啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。   



第二節 がん医療の均てん化の促進等  

（専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成）  

第十四条 国及び地方公共団体は、手術、放射線療法、化学療法その他のがん医   

療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成を図   

るために必要な施策を講ずるものとする。  

（医療機関の整備等）  

第十五条 国及び地方公共団体は、がん患者がその居住する地域にかかわらず等   

しくそのがんの状態に応じた適切ながん医療を受けることができるよう、専門   

的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずる   

ものとする。  

2 国及び地方公共団体は、がん患者に対し適切ながん医療が提供されるよう、   

国立がんセンター、前項の医療機関その他の医療機関等の間における連携協力   

体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。  

（がん患者の療養生活の質の維持向上）  
とう  

第十六条 国及び地方公共団体は、がん患者の状況に応じて痺痛等の緩和を月的   

とする医療が早期から適切に行われるようにすること、居宅においてがん患者   

に対しがん医療を提供するための連携協力体制を確保すること、医療従事者に   

対するがん患者の療養生活の質の維持向上に関する研修の機会を確保すること   

その他のがん患者の療養生活の質の維持向上のために必要な施策を講ずるもの   

とする。  

（がん医療に関する情報の収集提供体制の整備等）  

第十七条 国及び地方公共団体は、がん医療に関する情報の収集及び提供を行う   

体制を整備するために必要な施策を講ずるとともに、がん患者及びその家族に   

対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。  
り  

2 国及び地方公共団体は、がん患者のがんの雁患、転帰その他の状況を把握し、   

分析するための取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。  

第三節 研究の推進等   

第十八条 国及び地方公共団体は、がんの本態解明、革新的ながんの予防、診断   

及び治療に関する方法の開発その他のがんの羅患率及びがんによる死亡率の低   

下に資する事項についての研究が促進され、並びにその成果が活用されるよう   

必要な施策を講ずるものとする。  

2 国及び地方公共団体は、がん医療を行う上で特に必要性が高い医薬品及び医   

療機器の早期の薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）の規定による製造販   
売の承認に資するようその治験が迅速かつ確実に行われ、並びにがん医療に係   

る標準的な治療方法の開発に係る臨床研究が円滑に行われる環境の整備のため   



に必要な施策を講ずるものとする。  

第四章 がん対策推進協議会   

第十九条 厚生労働省に、がん対策推進基本計画に関し、第九条第四項（同条第   

八項において準用する場合を含む。）に規定する事項を処理するため、がん対   

策推進協議会（以下「協議会」という。）を置く。   

第二十条 協議会は、委員二十人以内で組織する。  

2 協議会の委員は、がん患者及びその家族又は遺族を代表する者、がん医療に   

従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。  

3 協議会の委員は、非常勤とする。  
4 前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に閲し必要な事項は、政   

令で定める。  

附 則  

（施行期日）  

第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。  

（厚生労働省設置法の一部改正）  

第二条 厚生労働省設置法（平成十一年法律第九十七号）の一部を次のように改  

正する。  

第四条第一項第十七号の次に次の一号を加える。  

十七のこ がん対策基本法（平成十八年法律第九十八号）第九条第一項に規  

定するがん対策推進基本計画の策定及び推進に関すること。  

「独立行政法人評価委員会  

第六条第二項中「独立行政法人評価委員会」を  

がん対策推進協議会  」   

改める。  

第十一条の二の次に次の一条を加える。  

（がん対策推進協議会）  

第十一条の三 がん対策推進協議会については、がん対策基本法（これに基づ   

く命令を含む。）の定めるところによる。   



参考資料3  

がん対策基本法案に対する附帯決議  

平成十八年六月十五日 参議院厚生労働委員会   

がんが日本人の死亡原因の三十一パーセントに上り、年間三十万人以上もの  

患者が命を失っている現状にかんがみ、国を挙げて「がんとの闘い」に取り組  

むとの意志を明確にするとともに、がん対策基本法の制定をもって、我が国の  

がん医療を改善する契機とするため、政府は、次の事項について、適切な措置  

を講ずるべきである。  

一、本法により創設される「がん対策推進協議会」については、政府の策定す   

る「がん対策推進基本計画」の立案に積極的に関与する機関であるとの位   

置づけにのっとり、その機能が十分に発揮できるよう配慮すること。その   

際、がん医療に関連する他の検討会等との役割分担や連携の強化にも努め   

ること。  

二、「がん対策推進基本計画」については、「健康フロンティア戦略」及び「が   
ん対策推進アクションプランニ00五」において、平成二十六年までの十   

年間に「五年生存率を二十パーセント改善する」との目標が確認されてい   

ることを踏まえ、関係府省との連携の下、速やかに策定すること。  

三、「がん対策推進協議会」の委員構成については、がん患者が初めてがん医   
療の政策立案過程に参画できるようになったことの意義を重く受け止め、   

がん患者の意向が■十分に反映されるよう配慮すること。  

四、がん医療に関する情報提供については、がん患者が医療機関を選択する際   

に役立つよう、各がん専門医療機関の専門分野、専門的な知識及び技能を   

有する医師その他の医療従事者の数や設備の状況などの医療機能情報が、   

患者の視点に立っ．て適切に提供される体制を整えること。  

五、がんの治療法に関する情報については、手術療法、放射線療法、化学療法   

その他のがんの治療法についての最新の情報を、できる限り平易な言葉で   

国民に提供する体制を整えること。  

六、病状、治療方法等について、患者が医師等の説明を理解し、納得した上で   

治療法の選択ができるよう、正確かつ適切な情報提供の推進、セカンドオ   



ピニオン外来・医療相談室の拡充に努めること。あわせて、セカンドオピ  

ニオンを受けるために必要な診療状況を示す文書やデータ等の提供につい  

て、患者の求めに応じて迅速かつ適切に対応するよう、医療機関に周知徹  

底を図ること。  

七、がん専門医等の養成と配置については、がん治療の水準向上のために確保   

すべき外科医、放射線腫瘍医、腫瘍内科医、病理医、麻酔医などの医師そ   

の他の医療従事者の養成や常勤での配置、並びに新たな診断機器や治療機   

器等の開発、配備等の諸課題を検討するため、厚生労働省、文部科学省等   

の関係府省による連絡調整を随時行い、その協議内容を「がん対策推進協   

議会」に報告すること。  

八、放射線療法及び化学療法については、がん医療における重要性が高まって   

きていることを踏まえ、卒前教育、卒後の臨床研修の各段階において、適   

切な教育、研修が行われるよう、必要な措置を講ずるとともに、これらの   

分野に関する人材の育成と専門的な教育研究体制の充実を図ること。また、   

放射線療法の品質管理が十分に行われるよう、適切な措置を講ずるととも   

に、あわせて、専門的な人材の育成に努めること。  

九、がん専門医の研修については、国立がんセンター等におけるがん専門医育   

成のための研修コースを拡充するとともに、効果的な研修を可能とするた   

めの方策を検討し、必要な措置を講ずること。  

十、がん医療においてもチーム医療による対応の必要性が増していることにか   

んがみ、看護師、薬剤師、診療放射線技師等のコメディカル・スタッフの   

専門的知識、技術の習得が促進されるよう、必要な措置を講ずること。  

十－、地域におけるがん医療の充実については、医療計画におけるがん診療体   

制の整備に関して、地域の医療機関が、それぞれの診療レベルに応じて機   

能分担し、連携を強化することによって、質の高いがん医療を適切に提供   

できる体制を整えること。  

十二、緩和ケアについては、がん患者の生活の質を確保するため、緩和ケアに   

関する専門的な知識及び技能を有する医療従事者の育成に努めるとともに、   

自宅や施設においても、適切な医療や緩和ケアを受けることができる体制   

の整備を進めること。   



十三、がん治療に係る新薬及び新規医療機器の承認については、海外で使用さ   

れながら日本国内では未承認のために使用できない抗がん剤等の医薬品及   

び医療機器について、早期に使用できるよう、多施設共同研究の推進や、   

有効性・安全性に関する審査の迅速化など、なお一層の促進策を講ずるこ   

と。  

十四、抗がん剤の保険適用について、認められている効能以外のがんにも有用   

性が認められ、薬事法上の承認を得た場合は直ちに保険適用とすること。  

十五、DPC（診断群分類別包括評価）対象病院の拡大に伴って、最善の医療   

を提供できなくなることがないよう、診療内容を検証するとともに、適正   

な診療報酬の設定に努めること。  

十六、がん登録については、がん羅患者数・罷患率などの疫学的研究、がん検   

診の評価、がん医療の評価に不可欠の制度であり、院内がん登録制度、地   

域がん登録制度の更なる推進と登録精度の向上並びに個人情報の保護を徹   

底するための措置について、本法成立後、検討を行い、所要の措置を講ず   

ること。  

十七、予防・早期発見体制の充実については、がんの早期発見のための知識や   

予防法の普及を図ること。また、最新の知見に基づき有効性が高いと認め   

られるがん検診を地域における検診の項目に位置づけること。  

十八、がん検診については、最新の診断機器の効率的利用や撮影技師の技能向   

上等により、早期発見率を向上させるとともに、がん検診の事後評価を推   

進すること。  

十九、がんをはじめとする生活習慣病の予防を推進するため、革新的ながんの   

予防についての研究の促進及びその成果の活用、喫煙が健康に及ぼす影響   

に関する啓発及び知識の普及を図るほか、喫煙者数の減少に向け、たばこ   

に関するあらゆる健康増進策を総合的に実施すること。  

右決議する。   




